
商
工
経
済
新
党
 
壁
ハ
令
弟
壷
 
（
瑠
月
㌢
監
）
 
 

」
 
 
 

筆
者
は
か
の
ヤ
ン
グ
賠
償
案
に
よ
り
て
生
れ
た
る
国
際
決
済
銀
行
が
有
す
る
、
ま
た
有
す
べ
き
国
際
金
融
横
路
と
し
て
の
重
要
性
 
 

屠
借
間
援
大
観
 
 

七 六 五 匹1三 二 ・一  

臆
 
償
 
問
 
題
 
大
 
観
 
 

1
囲
際
決
済
銀
行
の
成
立
ま
で
・
 
 

宕
 
 

ほ
 
し
．
か
 
さ
 
 

政
拍
的
朋
次
の
木
成
功
 
 

倫
敦
支
耕
計
惑
 
 

F
 

－
 
メ
 
秦
 
 

巴
盟
専
門
家
要
員
 
 

ヤ
y
グ
委
員
令
の
経
過
 
 

ヤ
 
シ
 
㌢
 
年
金
 
 

○ 九 入  附
 
線
 
文
 
献
 
 

照
 
借
 
問
 
庖
 
 

国
際
決
済
銀
行
 
 

ド
ー
メ
案
ミ
ヤ
y
㌢
案
の
比
較
 
 

嘩
竺
贈
借
曾
議
 
 

国
際
決
済
銀
行
 
 

井
 
 

（
一
）
 
 
】
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を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
成
程
現
在
に
於
て
は
こ
の
銀
行
の
任
務
は
卓
と
し
て
賠
償
金
取
扱
の
方
面
に
塞
き
が
置
か
れ
て
居
る
が
、
 
 

将
来
或
ひ
は
此
の
銀
行
を
通
じ
で
な
さ
れ
る
詔
図
中
央
銀
行
の
協
同
作
柴
が
贋
く
且
つ
密
接
な
る
も
の
と
な
ら
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
。
少
 
 

く
と
も
此
の
銀
行
の
存
在
が
十
年
以
上
の
永
き
に
亘
っ
て
保
た
れ
た
既
に
は
そ
の
影
埋
、
そ
の
所
動
の
相
富
観
る
可
き
も
の
あ
る
こ
 
 

と
を
確
信
す
る
。
此
の
意
味
に
於
て
筆
者
は
こ
の
図
際
決
商
銀
行
に
深
き
興
味
を
兇
ゆ
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
禿
朱
こ
の
銀
行
は
封
 
 

礪
賠
償
間
馬
解
決
の
一
方
法
と
し
て
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
現
在
に
於
て
は
そ
の
方
而
の
機
関
と
し
て
の
重
要
性
が
大
で
 
 

あ
る
か
ら
、
吾
人
は
先
づ
賠
償
問
題
一
般
に
つ
い
て
の
理
解
を
持
つ
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
若
し
賠
償
問
題
を
知
ら
ず
し
て
闘
際
決
 
 

済
銀
行
を
諭
す
る
が
如
き
こ
と
あ
ら
ぼ
、
馬
の
前
に
串
を
繋
ぐ
の
謹
む
免
れ
得
な
い
だ
ら
う
。
か
1
る
意
味
に
於
て
賠
償
問
題
の
大
 
 

要
を
知
ら
ん
と
欲
し
て
蒐
集
せ
る
材
料
よ
り
次
の
如
き
叫
文
を
待
た
。
こ
れ
は
元
々
筆
者
が
副
次
的
、
又
は
過
程
的
目
的
を
達
す
る
 
 

た
め
に
物
し
た
る
も
の
な
る
が
故
に
、
論
文
の
餞
裁
を
な
さ
ゞ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
只
之
れ
を
此
虚
に
掲
げ
て
示
さ
ん
と
す
る
所
 
 

■
 
 
 

以
は
吾
が
親
愛
な
る
塾
生
諸
君
が
、
更
に
準
ん
で
国
際
決
済
銀
行
の
研
究
に
到
ら
ん
と
す
る
に
雷
り
、
そ
の
前
階
段
の
焉
め
に
多
く
 
 

の
努
力
を
彿
は
る
1
こ
と
な
く
し
て
之
を
な
し
待
ら
る
1
の
資
五
供
し
た
い
が
馬
め
に
外
な
ら
ぬ
。
若
し
夫
れ
賠
償
問
題
一
般
に
就
 
 

き
興
味
を
有
す
る
人
士
に
封
し
て
は
、
筆
者
は
應
ふ
る
に
附
錨
の
文
献
集
を
以
て
し
た
い
。
之
れ
と
て
そ
の
全
部
を
細
麗
し
て
は
ゐ
 
 

な
い
に
相
違
な
い
が
、
吾
園
に
於
て
譜
表
さ
れ
た
る
賠
償
問
題
文
献
の
主
嬰
な
る
も
の
を
過
せ
ざ
れ
ば
睾
で
あ
る
。
 
 
 

行
文
の
紫
蘭
、
不
釣
衡
は
何
人
よ
り
も
筆
者
先
づ
よ
く
之
れ
を
知
る
。
さ
れ
ど
本
稿
の
由
氷
上
述
の
如
く
な
る
が
故
に
章
之
れ
を
 
 

諒
と
せ
ち
れ
よ
。
 
 

第
六
巻
 
 
第
一
鱗
 
 

（
二
）
 
 
こ
 
 

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



〓
 
 

過
去
の
戦
争
史
が
吾
人
に
教
ゆ
る
庭
に
よ
れ
ぼ
、
佃
朋
故
国
は
戦
勝
国
に
劃
し
常
に
宜
覇
の
倍
金
を
文
飾
っ
て
釆
た
。
欧
洲
大
戦
に
 
 

於
け
る
戦
敗
図
猫
逸
も
将
に
こ
の
前
例
に
基
き
戦
勝
国
た
る
聯
合
図
に
勤
し
て
償
金
を
麦
排
は
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
併
し
…
元
一
九
年
六
 
 

月
二
十
八
日
に
成
立
を
見
た
る
「
ヴ
エ
ル
サ
イ
こ
平
和
傭
約
に
於
て
は
、
戦
費
は
交
飯
南
各
自
の
負
槍
と
し
、
之
が
賠
償
を
嬰
豪
 
 

せ
す
、
只
猫
逸
が
と
り
た
る
直
接
的
軍
事
行
動
の
結
果
聯
合
図
の
人
民
に
豪
ら
し
め
た
る
損
害
に
つ
ぃ
て
の
み
猫
逸
に
之
れ
を
賠
償
 
 

せ
し
む
ペ
き
虻
の
と
の
原
則
を
梯
て
た
。
併
し
こ
の
傭
約
に
於
て
は
未
だ
賠
償
漁
期
並
に
支
挑
方
法
等
に
つ
き
て
は
そ
の
決
定
を
見
 
 

す
、
之
は
別
に
賠
侃
垂
員
合
を
し
て
調
査
せ
し
め
、
一
九
二
剛
年
五
月
叫
日
迄
に
之
が
決
定
を
な
さ
し
め
る
こ
と
＼
し
た
。
 
 
 

か
く
て
一
九
二
〇
年
嘲
月
二
十
二
日
俳
囲
首
相
、
、
、
ル
ラ
ン
は
世
界
一
流
の
経
済
財
政
の
専
門
家
を
賠
償
疲
員
k
選
任
し
、
県
債
問
 
 

題
に
つ
い
て
・
の
成
案
を
得
し
め
ん
と
し
た
。
然
る
に
此
の
問
題
は
あ
ま
り
に
も
重
大
に
し
て
彼
の
才
智
卓
越
せ
る
専
門
家
委
員
を
以
 
 

て
し
て
も
容
易
に
之
れ
が
結
末
を
見
る
を
待
ざ
る
べ
し
と
せ
ら
れ
た
。
叉
た
と
へ
此
の
賠
償
委
員
合
が
全
力
を
打
注
ぎ
、
由
つ
て
論
・
 
 

印
的
に
賠
償
顧
を
算
定
し
待
た
り
と
す
る
も
、
若
し
そ
れ
が
猫
逸
の
文
殊
能
力
を
超
え
た
る
も
の
な
り
と
す
れ
ぼ
、
そ
の
算
定
額
の
 
 

驚
質
的
憤
備
は
乏
し
き
も
の
と
い
は
ぎ
る
を
待
な
い
。
 
 
 

さ
り
乍
ら
故
洲
の
粧
臍
的
復
興
は
両
日
も
之
れ
を
忽
諸
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
此
の
経
済
的
復
興
に
封
し
て
賠
償
間
題
は
快
 
 

く
可
か
ら
ざ
る
前
提
傑
件
で
あ
る
。
さ
れ
ば
聯
合
図
は
技
手
し
て
階
位
委
員
禽
の
査
定
を
待
つ
に
忍
び
す
、
玄
に
叫
の
便
綾
を
用
ひ
、
 
 

賠
償
問
題
大
観
 
 

二
ニ
）
 
 
三
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（
四
）
 
四
 
 

弟
大
谷
 
第
】
耽
 
 

関
係
拷
図
の
政
府
自
ら
出
馬
し
て
直
接
猫
過
と
交
渉
を
な
し
1
鸞
際
上
礪
逸
の
負
括
し
得
る
範
囲
内
に
於
て
そ
、
の
賠
償
額
の
決
定
を
 
 

な
す
を
以
て
有
利
な
り
と
す
る
の
意
見
が
現
は
る
1
に
至
っ
た
。
即
ち
こ
ゝ
に
政
治
的
解
決
を
な
さ
ん
と
の
提
案
が
な
さ
れ
冤
裁
 
 

に
於
て
か
一
九
二
〇
年
四
月
十
九
日
、
日
・
英
・
併
。
伊
・
自
の
代
表
者
は
サ
ン
・
レ
モ
に
愈
し
聯
合
開
墾
向
合
議
を
開
き
、
喝
過
と
直
接
交
 
 

渉
を
な
す
の
主
轟
を
決
定
し
冤
そ
の
後
一
九
二
〇
年
七
月
五
日
よ
り
自
耳
遠
の
ス
。
ハ
一
に
開
か
れ
た
る
故
高
倉
議
に
於
て
聯
合
図
 
 

の
賠
償
金
分
配
率
に
つ
き
漸
く
叫
の
協
定
を
な
し
得
る
に
至
っ
た
。
之
れ
同
月
十
六
日
は
調
印
さ
れ
た
る
所
謂
ス
パ
ー
協
定
で
あ
る
 
 

ス
パ
ー
協
定
に
よ
る
語
借
金
分
配
率
 
 

（
イ
）
猫
逸
聞
か
ら
受
領
す
る
賠
償
金
は
左
の
割
合
に
て
分
配
す
d
 
 

防
 
 
菌
 
 
四
 
 
囲
 
 

共
 
著
 
利
 
 
囲
 
 

伊
 
 
太
 
 
利
 
 
図
 
 

白
 
 
耳
 
 
義
 
 
図
 
 

日
 
 

国
 
 

本
 
 

闊
 
 

萄
 
 

葡
 
 

希
臓
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
セ
ル
ブ
・
ク
ロ
ア
ー
ト
・
ス
ロ
ヴ
エ
ー
ヌ
固
及
 
 
 
本
協
定
に
署
名
せ
ざ
る
も
賠
償
金
を
乳
く
べ
き
樺
利
努
力
他
の
固
家
 
 

五
 
割
 
二
 
分
 
 
 

二
 
割
 
二
 
分
 
 
 

割
 
 
 

】
 
 

分
 
 
 

八
 
 

七
 
厘
 
五
 
モ
 
 
 

七
 
厘
 
五
 
毛
 
 
 

六
 
分
 
玉
 
座
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さ
れ
ど
此
の
ス
パ
ー
合
議
に
於
て
は
か
の
最
も
重
大
な
る
臍
慣
紘
胡
に
つ
き
て
聯
合
図
と
濁
過
と
の
間
に
∴
致
鮎
を
見
出
す
こ
と
 
 

を
得
す
、
之
れ
が
決
定
を
後
日
に
譲
る
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
。
 
 
 

翌
一
九
ニ
ー
年
一
月
巴
里
に
於
け
る
最
高
合
議
は
昭
逸
の
賠
償
額
を
二
千
二
百
六
十
億
金
肺
克
と
算
定
し
そ
の
支
彿
期
間
を
四
十
 
 

二
箇
年
と
定
め
た
。
侍
此
の
外
に
猫
逸
は
四
十
二
年
間
毎
年
そ
の
輸
出
覇
あ
二
剖
二
分
を
支
沸
ふ
べ
き
も
の
と
内
定
し
た
。
 
 

越
え
て
三
月
、
河
合
園
側
は
猫
逸
政
府
を
倫
敦
に
招
き
、
猫
逸
は
上
記
巴
畢
脅
議
の
決
定
を
受
諾
す
る
か
、
さ
な
く
ぼ
之
れ
に
代
 
 

る
べ
き
通
常
な
る
新
案
車
二
月
七
日
迄
に
提
出
す
べ
き
こ
と
を
申
出
で
た
。
然
る
に
猫
逸
は
遮
に
之
れ
に
服
せ
す
こ
の
談
判
は
茨
に
 
 

決
裂
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
の
道
命
に
終
っ
た
。
 
 

三
 
 

叫
方
賠
償
委
員
倉
は
政
府
の
直
接
交
渉
に
解
決
の
望
み
を
懐
き
、
従
来
殆
ん
ど
傍
硯
的
の
態
度
を
持
し
た
る
が
、
そ
の
期
待
は
姦
 
 

（
こ
喚
太
利
、
勃
蘭
利
及
旬
牙
利
等
よ
り
受
領
す
る
賠
償
金
は
左
の
割
合
に
分
配
す
。
 
 
 

囲
年
額
は
（
イ
）
の
各
国
間
に
其
分
配
率
に
依
り
分
配
し
 
 
 

拘
他
の
年
額
は
 
 

伊
 
 
太
 
 
利
 
固
 
 

希
膿
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
セ
ル
ブ
・
ク
烏
ア
ー
ト
・
ス
ロ
ヴ
エ
ー
ヌ
及
本
 
 

協
定
に
署
名
せ
ざ
る
も
賠
償
金
を
受
く
べ
き
樺
利
あ
る
他
の
観
象
 
 

賠
償
問
題
大
観
 
 

（
玉
）
 
 
五
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（
六
）
 
六
 
 

第
六
巷
 
琴
一
紙
 
 

切
ら
れ
、
伶
敦
合
議
は
決
裂
し
、
然
か
も
ベ
ル
サ
イ
ユ
條
約
が
賠
償
総
額
の
決
定
に
勤
し
許
容
し
た
る
購
限
は
故
早
二
倍
月
に
足
ら
 
 

ざ
る
の
状
態
と
な
つ
た
。
玄
に
於
て
賠
償
奈
良
愈
は
俄
か
に
狼
狽
し
、
文
字
通
り
登
夜
療
行
の
勢
を
以
て
絶
覇
の
決
定
を
急
ぎ
、
路
 
 

ひ
に
千
三
百
二
十
借
金
肺
寛
と
い
ふ
数
字
を
算
出
し
た
。
 
 
 

こ
ゝ
に
聯
合
図
は
五
月
倫
敦
に
扱
高
密
議
を
開
き
所
謂
倫
敏
文
排
計
歪
の
受
諾
を
嘱
逸
忙
迫
っ
た
。
 
 
 

さ
れ
ど
こ
の
驚
く
べ
き
程
京
大
な
る
、
い
は
ゞ
天
文
串
的
な
る
数
字
の
示
す
負
債
は
到
底
猫
逸
の
支
彿
ひ
得
る
限
度
の
も
の
で
は
 
 

な
か
つ
莞
併
し
傭
約
の
規
定
は
金
石
よ
り
も
黒
く
、
か
で
ゝ
加
ぺ
て
併
蘭
酉
兵
力
の
脅
威
は
日
電
に
激
甚
を
加
へ
、
猫
逸
は
涙
を
 
 

呑
ん
で
一
と
兜
づ
之
れ
を
受
諾
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
（
露
月
十
一
日
）
 
 
 

而
し
て
初
年
度
（
…
九
二
左
）
の
割
賦
金
十
倍
金
肺
克
は
現
金
並
に
大
蔵
省
詮
券
を
以
て
、
叉
輸
出
額
の
二
割
六
分
に
相
常
す
 
 

る
≡
億
金
肺
克
は
嘗
物
を
以
て
夫
れ
く
引
渡
を
了
し
冤
さ
れ
ど
そ
の
馬
め
、
肺
克
の
相
場
は
下
落
し
、
褐
逸
関
内
の
経
済
界
は
．
 
 

混
乱
を
梨
た
し
、
牧
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
の
状
態
と
な
つ
た
。
韮
佐
於
て
礪
逸
政
府
は
賠
償
委
員
禽
に
封
し
完
二
二
年
盲
及
二
月
 
 

の
割
賦
金
支
沸
の
拾
預
を
申
出
づ
る
に
至
っ
た
。
蓋
し
伶
敦
支
沸
計
測
に
よ
る
賠
償
金
は
聯
合
図
の
指
定
す
る
外
囲
貨
幣
を
以
て
支
 
 

彿
ふ
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
る
が
、
只
さ
へ
鶴
巻
相
場
の
不
利
な
る
時
に
雷
り
て
多
額
の
外
貨
支
彿
を
行
ふ
は
決
し
て
容
易
な
る
寄
に
 
 

は
非
ざ
る
を
、
や
む
な
く
こ
の
難
事
を
敢
行
し
た
る
蔑
め
更
に
寛
容
相
場
の
激
務
を
惹
起
す
る
に
至
り
た
る
が
放
で
あ
る
。
 
 

倫
敦
に
於
け
る
伯
林
苑
為
替
相
場
 
（
T
こ
平
慣
一
砕
に
？
三
－
○
由
三
麻
究
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（
日
本
銀
行
調
沓
周
智
行
外
観
経
洒
統
計
昭
和
五
年
版
に
よ
ろ
）
 
 

右
表
に
見
る
が
始
く
姉
貴
は
其
後
谷
惨
落
し
、
賠
償
金
の
支
梯
を
し
て
茶
々
困
難
な
ら
し
め
た
。
然
る
に
叫
方
俳
蘭
酉
は
そ
の
態
 
 

度
を
愈
々
強
硬
忙
し
、
英
圃
の
浅
利
的
態
度
に
依
ら
す
、
絡
ひ
に
仙
九
二
三
年
叫
月
五
日
白
耳
童
を
誘
っ
て
ル
ー
ル
占
領
の
畢
に
机
 
 

で
た
。
 
 

最 高 最 低  

柑21l 262．0  221．0  

2  243．0  230．0  

3  245．0  239．0  

4  2680  243．P  

5  258．0  241．0   

6 2ぬ．0 249．0  

丁  298‖0  272′O  

g  313。0  291．5  

9  435．0  323．O   

18  70ヱ．0  460‖O   

111，160、0  9】7．0   

12  8（亨仇0  765．0  

最 高 最 低  

220，0000 32，750．0  

曙
借
間
倍
大
朗
 
 

描
 
l
 
 

空190，0000 88，5000  

3106，250．0 96，000．0  

ヰ149，500‖0 97，500．0  

5 320．000ル0142，ら00．0  

683t一），「）0∩．0325，つnO－0  
開 開  

7  

8   55．0  5．0  

9 1，250．0   4（；．5  
サ買森鑑   十厨肺荘  

川  8500  1“4  

1145，500－0 1，500O  

12 23，000018，000，0   

A
T
 
 

20，000．018，000．O1922t  £94．0  7ほ．0  

2 21，0（）0018，0000  

319，500．019，0〕0．0  

4 20，250．0 18，5（追＝0  

5 18，875．0 18，125り0  

＄18，125．018，000．0  

718，5000】8J25．0  

苫19，250．018，375．0  

918，875ル0】ボ，625．0  
ライヒメ原毛 ライヒス新宅  

10  19り05  18．72  

1119．47タ≦ 】9qO  

12 J．9…90  】9…45  

2 1，014．0  840．0  

3】，475％1，01壬％  

ヰ ユ，429タ≦1，087タ妄  

5 1，402．0 1，245．0  

6 1，655．0 】，200．0  

7 2，940．0］，800．q  

8 9，050．0 3，010．0  

9 7，300．0 申，700・．0  

川 20，200．0 7，ろ75O  

113叫500．0 20，200．O  

12 3S，000．0 29，750．0   

（
七
）
 
 
七
 
 

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



れ
が
委
員
長
と
な
り
た
る
が
故
に
叉
マ
ツ
ケ
ナ
委
員
倉
と
も
い
ふ
。
 
 
 

こ
の
嗣
委
員
倉
は
…
九
二
川
年
叫
月
十
四
日
よ
少
そ
の
活
動
を
始
め
、
四
月
九
日
に
至
り
て
夫
れ
′
′
～
1
報
告
書
を
県
債
垂
員
宙
ぬ
 
 

投
出
し
た
。
 
 

さ
て
こ
の
「
ド
ー
ズ
」
委
員
倉
の
報
骨
番
忙
よ
る
臍
償
金
支
彿
案
即
ち
「
ド
ー
ズ
」
賽
は
次
の
如
き
内
容
を
有
す
る
。
兜
づ
濁
逸
 
 

の
貸
冊
傾
倒
を
安
定
せ
し
め
且
つ
預
寄
収
支
の
均
衡
を
碍
し
め
ん
が
焉
め
に
は
、
ダ
ニ
ル
サ
イ
a
條
約
に
規
定
さ
れ
た
る
弼
逸
全
領
 
 

土
の
資
淑
と
仝
似
土
の
拝
辞
所
動
の
自
由
と
を
必
嬰
と
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
彿
薗
酉
・
白
耳
義
の
ル
ー
ル
占
領
を
速
か
に
撤
戯
す
 
 
 

之
れ
が
焉
め
猫
逸
は
産
柴
の
中
心
地
を
失
ひ
、
そ
の
困
窮
は
極
度
に
達
し
如
何
と
も
施
す
ペ
き
術
を
知
ら
ざ
る
の
状
態
に
陥
っ
た
 
 

国
 
 

英
圃
は
こ
の
惨
状
に
同
情
を
寄
せ
、
こ
の
行
詰
り
の
打
開
発
と
し
て
、
米
国
の
協
力
に
よ
る
嘱
逸
文
挽
能
力
審
査
専
門
垂
員
禽
を
 
 
 

設
遺
せ
ん
こ
と
を
提
案
し
た
る
が
、
こ
の
提
案
が
納
れ
ら
れ
、
次
の
二
の
専
門
委
員
愈
が
賠
償
委
員
愈
の
下
に
設
定
さ
る
1
こ
と
に
 
 

な
つ
た
。
こ
れ
一
九
二
三
年
十
一
月
三
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
（
上
掲
馬
替
相
場
表
を
参
照
し
て
そ
の
影
響
を
知
れ
）
 
 

第
仙
委
員
愈
は
、
喝
逸
の
「
預
欝
の
均
衡
を
保
た
し
む
る
方
法
並
に
通
貨
を
安
定
な
ら
L
む
る
摺
琶
」
を
考
究
す
る
馬
め
に
設
け
 
 

ら
れ
、
ド
ー
ズ
将
軍
G
e
コ
e
邑
C
h
a
ユ
e
s
G
．
D
a
w
e
∽
之
れ
が
委
員
養
と
な
り
た
る
が
故
に
通
常
ド
ー
ズ
委
員
禽
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
 
 

る
。
第
二
委
員
愈
は
「
猫
退
園
外
に
流
出
せ
る
資
本
測
定
」
を
な
す
が
ね
め
の
も
の
に
し
て
、
マ
ツ
ケ
ナ
R
e
管
コ
a
－
d
三
c
k
e
コ
コ
a
之
 
 

－  

第
六
谷
 
 
第
一
耽
 
 

（
入
）
 
 
入
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ベ
き
こ
と
を
暗
示
し
、
之
を
前
線
と
し
て
立
論
を
な
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

猫
逸
の
通
貨
安
遥
を
計
る
に
は
新
銀
行
を
設
立
す
る
か
或
笹
フ
ィ
ヒ
ス
パ
ン
ク
R
e
i
c
h
s
b
a
コ
k
の
改
造
を
行
ふ
べ
き
で
あ
る
。
レ
ン
 
 

チ
ン
肺
克
R
。
コ
t
。
。
ヨ
彗
k
の
安
定
け
二
時
的
現
象
に
過
ぎ
ざ
る
が
故
に
上
記
の
摺
艦
を
必
要
と
す
る
。
叉
猫
逸
の
預
罫
収
支
の
均
術
 
 

を
計
る
．
に
は
猫
逸
に
経
済
上
並
に
財
政
上
の
重
唱
正
雄
を
輿
へ
る
こ
と
、
貨
幣
慣
値
を
安
定
せ
し
む
る
こ
と
、
賠
償
金
の
文
殊
を
一
 
 

時
軽
減
せ
し
む
る
こ
と
等
を
撃
げ
そ
れ
′
ド
1
之
れ
が
襟
行
を
な
す
に
必
要
な
る
方
究
を
授
け
て
ゐ
る
。
特
に
預
欝
収
支
の
均
衡
を
計
 
 

ら
ん
に
は
、
賠
償
年
金
を
相
雷
年
月
に
亙
り
換
め
明
確
に
定
め
撞
く
の
必
嬰
が
あ
る
。
而
し
て
こ
の
賠
償
金
の
普
通
財
源
と
し
て
は
 
 

（
貝
）
和
親
（
B
）
繊
道
（
C
）
エ
栄
位
容
の
三
者
を
掲
げ
る
。
 
 
 

（
月
）
 
通
常
預
算
よ
り
の
賠
償
金
支
彿
は
山
九
二
四
－
二
五
年
は
之
を
免
除
し
、
山
九
二
見
！
二
六
年
に
五
億
金
肺
克
を
、
そ
れ
 
 
 

よ
カ
連
年
累
進
し
て
“
九
二
八
1
二
九
年
に
十
二
億
五
千
嵩
確
立
と
す
る
。
 
 
 

（
B
）
 
濁
逸
固
有
鋳
造
を
私
設
禽
祀
に
引
直
し
、
そ
の
資
本
二
空
ハ
十
倍
金
肺
克
に
封
し
百
十
億
金
肺
克
の
赦
債
券
む
牽
行
し
、
 
 
 

之
れ
に
勤
し
年
五
分
の
利
息
と
叫
分
の
減
債
基
金
と
を
計
上
し
、
合
計
六
億
六
千
萬
肺
克
の
支
彿
を
な
さ
し
め
る
。
尤
も
之
れ
 
 
 

は
二
九
二
七
・
－
二
八
年
度
以
降
の
負
槍
嚇
に
し
て
そ
れ
迄
の
年
度
に
は
多
少
の
軽
減
が
な
さ
れ
る
。
 
 

碓
氷
猫
逸
の
国
有
餓
遣
は
王
覇
の
公
憤
を
磯
行
し
、
年
々
そ
の
牧
人
の
年
額
を
之
れ
が
利
排
に
発
雷
せ
る
が
、
貸
幣
慣
倍
下
 
 
 

落
の
焉
め
そ
の
債
務
は
殆
ん
ど
消
滅
し
資
産
の
み
喋
れ
る
が
故
に
餓
道
は
上
記
の
如
き
負
塘
に
耐
え
得
る
も
の
と
な
さ
れ
る
。
 
 
 

此
の
外
正
〓
九
二
方
－
二
六
年
以
後
鋳
造
遊
輸
税
中
二
億
九
千
萬
肺
克
を
賠
償
金
支
沸
に
発
雷
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

照
借
間
越
大
別
 
 

（
九
）
 
 
九
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（
ザ
○
）
一
〇
 
 
 

第
六
 
番
 
 
第
一
妨
 
 

（
C
）
 
エ
発
憤
券
五
十
借
金
肺
克
豪
蛮
行
し
、
、
鋳
造
債
券
と
同
校
そ
の
元
利
彿
を
な
さ
し
め
る
。
そ
の
金
額
≡
億
金
肺
克
。
但
し
 
 
 

之
れ
は
一
九
二
七
1
二
八
年
以
後
の
金
額
に
し
て
そ
の
以
前
は
多
少
軽
減
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
負
績
も
固
有
留
遣
の
場
合
に
於
 
 

け
る
と
同
様
の
理
由
に
よ
り
容
易
な
る
も
の
と
な
さ
れ
た
。
 
 
 

か
く
て
一
九
二
七
－
二
八
年
迄
は
支
彿
の
軽
減
が
な
さ
る
1
が
一
九
二
八
－
二
九
年
よ
り
梗
準
年
度
に
入
り
、
合
計
二
十
五
億
金
 
■
 
 

肺
克
の
標
準
年
金
が
支
彿
は
る
1
も
の
と
す
る
。
 
 
 

賠
償
金
の
引
渡
に
つ
き
て
は
弼
逸
は
金
貨
晰
克
又
は
喝
蓮
通
貨
の
之
に
相
賞
す
る
も
の
を
以
て
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
R
e
i
c
h
s
b
a
コ
k
に
 
 

彿
込
む
こ
．
と
を
以
て
足
り
、
之
れ
に
依
り
燭
逸
政
府
の
茸
任
は
終
了
す
る
。
而
し
て
此
の
蹄
込
金
粛
埠
フ
ィ
ヒ
ス
パ
ン
ク
の
臍
償
組
 
 

管
理
人
G
e
コ
e
†
a
芸
笥
コ
t
O
f
R
e
p
a
r
a
t
i
O
コ
S
P
a
y
ヨ
e
コ
t
勘
定
月
産
の
貸
方
に
記
入
せ
ら
れ
る
。
こ
の
金
額
を
そ
の
後
債
楼
閣
問
に
分
配
 
 

送
金
す
る
事
務
は
朗
謂
焉
替
委
員
合
↓
r
a
コ
S
誉
n
O
ヨ
ヨ
≡
e
e
に
重
ね
ら
れ
た
。
之
れ
は
礪
逸
の
支
彿
を
容
易
に
す
る
馬
め
の
一
便
法
 
 

に
し
て
、
ド
ー
ズ
案
の
一
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
そ
の
馬
め
礪
逸
は
財
政
上
に
経
済
上
に
外
囲
の
管
理
制
肘
を
受
く
る
に
至
 
 

っ
た
。
之
れ
に
反
し
後
に
ヤ
ン
グ
実
に
於
て
は
賠
償
金
海
外
彿
t
r
a
コ
S
f
e
r
の
安
住
を
全
然
礪
逸
に
負
櫓
せ
し
め
、
そ
の
代
り
財
政
上
 
 

経
済
上
．
の
管
理
を
除
く
に
至
り
た
る
は
、
相
封
比
し
て
多
大
の
興
味
を
兜
ゆ
る
と
こ
ろ
で
ぁ
る
。
 
 
 

此
の
ド
ー
ズ
案
は
倍
横
路
並
に
猫
逸
の
約
る
1
と
こ
ろ
と
な
り
、
山
九
二
凶
年
八
月
十
六
日
愉
故
に
於
て
仮
調
印
が
な
さ
れ
た
。
 
 

之
れ
即
ち
倫
敦
協
定
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
て
倫
敦
協
定
に
よ
る
賠
償
金
の
変
排
は
叫
九
二
四
年
九
日
二
二
日
よ
り
管
施
せ
ら
れ
、
彿
蘭
酉
並
に
白
帯
義
の
ル
ー
ル
占
頑
も
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撤
退
さ
れ
た
。
然
る
に
仙
九
二
八
年
に
於
て
い
よ
′
1
標
準
年
度
に
入
る
が
故
に
、
賞
に
ド
ー
ズ
案
の
吟
味
を
必
婁
と
す
る
に
至
っ
た
 
 
 

尭
釆
ド
ー
ズ
僚
は
五
倍
年
間
賠
償
金
支
排
の
試
験
を
な
L
た
る
も
の
に
し
て
、
徒
っ
て
そ
の
五
街
年
間
の
年
金
額
は
之
れ
を
決
定
 
 

し
た
る
も
そ
の
臍
侶
放
椒
は
未
定
で
あ
る
。
よ
つ
て
そ
の
蜜
施
五
箇
年
を
経
過
す
る
と
き
は
更
に
最
終
的
に
し
て
且
つ
仙
切
の
解
決
 
 

F
ぎ
a
－
a
コ
d
 
C
O
∃
P
l
e
t
e
s
造
】
e
ヨ
e
コ
什
を
な
す
の
欝
が
あ
る
。
 
 
 

下
－
ズ
報
告
書
欝
叫
編
の
末
尾
に
次
の
如
き
文
章
の
あ
る
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
日
く
 
 

「
最
後
に
吾
人
の
計
記
は
賠
償
問
題
全
部
の
解
決
を
試
む
る
を
邁
雷
と
せ
ざ
る
が
故
に
敢
て
之
を
企
つ
る
も
の
に
非
す
と
郎
も
、
信
 
 

頼
心
を
回
復
す
る
に
充
分
な
る
期
間
に
宜
打
て
適
用
を
見
る
べ
き
一
の
解
決
方
法
を
預
示
す
る
も
の
な
る
▼
こ
と
、
並
之
と
同
時
に
事
 
 

情
之
を
許
す
に
至
ら
ぼ
、
賠
償
問
題
及
之
に
閥
聯
す
る
問
題
の
全
般
に
付
最
終
的
且
包
括
的
な
る
協
定
を
容
易
な
ら
し
む
る
標
作
成
 
 

せ
ら
れ
た
る
こ
と
を
吾
人
は
指
摘
せ
む
と
す
」
と
。
 
 

五
 
 

か
く
て
此
鹿
に
三
度
専
門
委
員
禽
を
設
遣
L
賠
償
問
題
の
研
現
に
速
力
せ
し
む
る
に
至
つ
た
。
こ
の
専
門
家
委
員
と
し
て
各
関
係
 
 

闊
よ
り
選
任
さ
れ
た
る
人
々
は
左
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

B
e
－
聖
a
コ
E
x
p
e
r
t
s
‥
 
芦
E
∋
i
訂
F
r
讐
n
q
u
i
、
声
〔
a
ヨ
≡
e
 
G
u
芹
 
 

a
－
t
e
r
コ
巴
e
s
‥
B
a
r
O
n
↓
e
r
ニ
コ
計
コ
一
声
コ
．
F
a
b
r
i
．
 
 

照
借
間
蔑
大
観
 
 

（
一
一
）
 
】
一
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B
r
i
t
i
s
h
 
E
x
p
e
r
t
s
い
 
 
S
i
r
 
L
O
S
－
a
h
 
S
t
餌
ヨ
P
．
G
．
B
．
E
．
－
「
O
a
 
R
e
＜
e
t
S
t
O
k
e
．
G
．
〔
．
＜
．
〇
．
“
 
 

a
】
t
e
r
コ
a
t
e
S
‥
S
肯
n
h
a
ユ
e
s
＞
d
d
訂
－
K
・
∩
●
声
G
．
－
S
仙
「
B
a
s
ニ
B
l
a
c
訂
t
t
－
K
．
〔
B
●
－
K
－
〔
．
S
●
1
．
 
 

【
t
a
】
訂
コ
E
竜
e
r
t
S
‥
 
ロ
r
．
⊇
b
e
r
t
O
 
P
ぎ
川
≡
、
芦
F
亡
－
く
i
O
 
S
亡
V
首
訂
 
 

a
】
訂
r
コ
a
t
e
S
‥
亭
G
ど
s
e
苫
e
B
訂
n
n
h
叫
コ
㍗
 
M
．
B
r
u
コ
O
 
D
O
i
n
e
t
t
a
．
 
 

L
a
p
a
コ
e
S
e
 
E
x
p
e
r
t
e
‥
三
r
．
K
e
コ
唱
U
3
0
r
ニ
三
r
一
T
a
k
a
s
h
i
ユ
O
k
仙
”
 
 

a
l
t
e
r
コ
a
t
e
S
‥
三
「
．
S
a
b
u
r
O
 
S
O
コ
O
d
a
一
三
r
．
Y
a
s
u
∃
u
コ
e
三
a
t
s
u
「
 
 

コ
ヨ
e
r
i
c
a
コ
E
x
p
e
「
首
 
M
－
●
O
w
e
コ
ロ
・
Y
O
u
コ
甲
 
ゃ
ぎ
J
●
P
■
三
〇
「
笥
コ
”
 
 

a
l
什
e
r
コ
a
t
e
S
‥
三
r
．
T
h
O
S
．
N
．
P
e
r
訂
ぎ
s
－
苫
「
．
↓
．
W
．
「
a
ヨ
○
コ
t
．
 
 

上
記
専
門
家
委
員
の
主
な
る
人
物
に
つ
き
詮
明
を
加
ふ
る
に
、
 
 
 

党
づ
英
国
の
サ
ー
・
ジ
ョ
サ
イ
7
・
ス
タ
ン
プ
は
世
界
屈
指
の
経
済
財
政
箪
者
に
し
て
、
同
時
に
英
開
放
大
の
鋳
造
合
祀
の
祀
長
で
 
 

あ
り
、
ド
ー
ズ
其
の
作
成
に
雷
り
米
閉
委
員
ヤ
ン
グ
と
共
に
そ
の
原
動
力
と
な
り
し
人
で
あ
る
。
レ
ベ
ル
ス
1
「
・
・
ク
卿
は
英
国
投
資
 
 

界
に
於
て
最
も
有
力
な
る
ベ
ア
リ
ン
グ
商
愈
B
a
r
i
コ
瓜
B
r
O
冨
e
r
s
知
〔
〇
．
の
主
人
公
に
し
て
固
際
金
融
の
構
成
で
あ
る
。
併
し
同
刑
は
 
 

連
日
の
命
議
、
折
衝
に
よ
る
疲
弊
の
焉
め
か
命
議
の
中
捻
二
九
二
九
年
四
月
十
九
日
突
然
心
臓
肺
帰
に
て
他
界
さ
れ
、
そ
の
後
代
理
 
 
 

第
六
春
 
 
希
 
正
 
解
 
 
 

F
r
e
コ
C
h
 
E
x
p
e
r
【
s
‥
 
芦
E
∋
H
e
三
G
r
e
a
已
－
芦
L
e
a
コ
P
a
r
ヨ
e
コ
芽
r
”
 
 

a
l
t
e
r
コ
a
t
e
S
‥
芦
∩
，
三
〇
r
e
t
、
声
h
d
笥
r
望
l
ぎ
 
 

G
e
r
ヨ
a
コ
E
x
p
e
－
t
S
い
 
ロ
ー
●
H
j
a
－
ヨ
a
r
S
c
h
a
n
h
t
｝
 
ロ
「
．
コ
．
＜
O
e
聖
e
コ
 
 

a
l
有
r
コ
a
t
e
S
‥
D
r
．
C
．
き
e
l
c
h
i
O
r
．
三
r
．
「
K
a
s
t
】
e
．
 
 

（
一
二
）
 
l
二
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要
員
ア
デ
イ
ス
氏
が
之
れ
に
代
っ
た
。
さ
て
こ
の
サ
ー
・
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ア
ダ
イ
ス
代
は
香
港
上
海
銀
行
の
取
締
役
合
痘
に
し
て
、
英
 
 

蘭
銀
行
の
理
事
の
仙
人
た
り
蘭
際
金
融
界
に
最
も
重
き
を
な
せ
る
人
物
で
あ
る
。
叉
同
氏
は
嘗
て
ド
ー
ズ
曹
貝
禽
の
〓
貝
に
し
て
、
 
 

後
国
際
決
済
銀
行
の
別
紙
裁
に
選
任
さ
れ
た
。
 
 
 

俳
蘭
画
の
主
席
委
員
‡
、
－
ル
・
モ
ロ
ー
氏
は
俳
画
四
銀
行
の
組
数
で
あ
り
、
次
嘩
誓
員
パ
ル
マ
ン
チ
エ
ー
氏
按
電
気
詮
券
投
資
 
 

合
祀
の
社
長
で
あ
る
。
 
 
 

伊
太
利
の
主
席
委
員
ビ
レ
リ
ー
氏
は
同
国
工
菜
界
の
大
立
物
に
し
て
、
ド
ー
ズ
委
員
愈
の
一
員
で
も
あ
つ
た
。
 
 
 

自
耳
養
の
首
席
委
員
フ
ラ
ン
キ
ー
氏
正
〓
九
ニ
ス
年
に
於
け
る
白
耳
義
の
通
貨
安
定
に
同
園
々
務
大
臣
と
し
て
多
大
の
貢
献
を
な
 
 

し
た
有
名
な
人
物
で
あ
る
。
 
 
 

猫
逸
の
首
席
委
員
シ
ヤ
ハ
ト
氏
は
常
時
ラ
イ
ヒ
ス
パ
ン
ク
総
裁
に
し
て
蓼
理
と
嘗
務
と
に
達
せ
る
活
動
家
で
次
席
委
員
の
フ
ユ
ダ
 
 

ラ
ー
氏
は
猫
逸
工
業
界
の
畳
蹟
で
あ
る
。
 
 
 

日
本
の
首
席
委
員
森
賢
吾
氏
は
先
年
迄
洛
外
駐
劉
財
務
官
と
し
て
欧
米
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
、
叉
験
米
の
財
界
に
多
く
の
知
友
を
 
 

有
せ
ら
れ
る
馬
め
本
委
員
愈
に
は
閉
る
有
利
な
る
地
位
を
占
め
ら
れ
た
。
殊
に
後
、
闊
際
決
済
銀
行
の
株
式
割
首
を
協
議
す
る
際
そ
 
 

の
引
受
資
格
中
に
通
貨
の
安
定
せ
る
こ
と
を
質
す
と
の
二
暫
傑
が
あ
り
た
る
が
、
常
時
吾
が
図
は
未
だ
金
解
禁
を
賛
施
せ
す
こ
の
資
 
 

格
に
快
く
る
と
こ
ろ
あ
り
し
に
も
拘
ら
ず
、
他
の
諸
因
と
勤
等
の
資
格
を
得
た
の
は
森
委
員
の
壷
カ
に
保
つ
も
の
ゝ
甚
だ
多
き
こ
と
 
 

を
感
す
る
。
次
席
曹
貝
青
木
隆
氏
は
数
年
に
亘
り
欧
米
生
活
の
経
験
を
有
し
、
現
に
日
本
銀
行
名
古
屋
支
店
長
の
職
に
あ
る
手
腕
家
 
 

鰐
借
問
題
大
観
 
 

（
一
三
）
 
一
三
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で
あ
る
。
 
 
 

盟
忙
米
図
の
委
員
に
至
り
て
は
、
こ
の
委
員
脅
に
千
鈎
の
畳
み
を
加
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
首
席
委
員
ヤ
ン
グ
は
世
界
に
有
名
な
る
 
 

ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
の
取
締
役
倉
長
に
し
て
」
ド
ー
ズ
委
員
倉
に
於
け
る
事
嘗
上
の
首
脳
着
で
あ
つ
た
。
次
席
委
員
と
し
 
 

て
は
図
際
金
融
界
の
大
立
物
モ
ル
ガ
ン
函
禽
の
主
人
公
自
ら
出
馬
し
た
。
こ
の
モ
ル
ガ
ン
氏
の
如
き
〓
箇
月
問
も
米
蜘
の
地
を
離
れ
 
 

る
こ
と
困
難
な
り
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
、
こ
の
時
は
そ
の
最
高
幹
部
ラ
モ
ン
ト
氏
以
下
三
十
数
名
の
同
勢
を
引
連
れ
て
渡
欧
し
五
箇
 
 

月
の
長
き
に
亘
つ
て
滞
在
し
、
問
題
の
解
決
に
轟
力
さ
れ
た
。
之
れ
が
焉
め
モ
ル
ガ
ン
の
損
失
は
数
百
萬
弗
に
上
る
と
さ
へ
云
は
れ
 
 

た
。
（
こ
の
鮎
森
氏
、
青
木
氏
の
論
文
に
負
ふ
と
こ
ろ
多
し
）
 
 

六
 
 

さ
て
之
等
世
界
有
数
の
専
門
家
を
以
て
組
織
さ
れ
た
る
要
員
倉
は
ヤ
ン
グ
を
曹
貝
長
に
推
し
た
る
が
故
に
ヤ
ン
グ
委
員
禽
の
名
を
 
 

以
て
呼
ば
れ
、
巴
崖
に
於
て
一
九
二
九
年
二
月
十
一
日
よ
り
愈
議
を
開
い
た
。
最
初
約
十
日
間
に
官
す
て
毎
日
猫
逸
委
員
シ
ヤ
パ
ト
 
 

よ
り
猫
逸
の
経
済
状
態
に
つ
き
詳
細
を
極
め
た
る
詮
明
を
砥
い
た
。
次
い
で
二
月
二
十
日
よ
り
愈
々
本
間
題
に
入
り
賠
償
金
の
総
額
 
 

年
金
、
年
数
等
の
査
定
を
な
さ
ん
と
せ
る
が
、
兜
づ
年
数
に
於
て
、
猫
逸
要
員
は
戦
寧
の
惨
禍
を
次
の
時
代
に
迄
残
す
に
忍
び
す
と
 
 

し
て
之
れ
を
二
十
年
乃
筆
二
十
年
を
通
常
と
す
る
と
力
改
し
た
。
之
れ
に
封
し
聯
合
図
側
は
米
開
に
封
す
る
戦
債
支
彿
が
五
十
九
倍
 
 

年
と
既
に
規
定
さ
れ
て
居
る
が
故
に
、
聯
合
図
は
五
十
九
年
間
鋤
鍋
の
記
憶
を
特
撮
せ
ざ
る
ペ
か
ら
ざ
る
に
、
皆
の
′
猫
逸
が
そ
の
年
 
 
 

第
六
番
 
 
第
一
鱗
 
 

（
山
四
）
一
四
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敬
を
短
縮
す
る
が
如
き
は
不
郡
合
な
り
と
し
て
反
駁
し
、
埜
方
州
歩
も
誇
ら
ざ
る
有
様
で
あ
つ
た
。
か
く
て
蓉
貝
長
は
此
の
ま
ゝ
合
 
 

議
を
綬
行
す
る
も
到
底
解
決
の
望
み
得
難
し
と
見
て
、
委
員
愈
本
釆
の
目
的
た
る
賠
償
龍
疲
、
年
数
、
年
金
等
の
解
決
に
直
面
す
る
 
 

こ
と
を
止
め
、
側
面
よ
り
之
れ
が
解
決
に
到
達
せ
ん
と
し
宅
此
の
問
の
寄
情
を
最
も
要
領
よ
く
詮
明
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
吾
 
 

樹
首
席
委
員
森
蜜
奮
氏
の
言
を
左
に
引
用
し
た
い
と
思
ふ
。
 
 

立
 
案
 
の
 
行
 
程
 
 
 

委
員
合
は
兇
づ
年
金
の
考
慮
よ
り
始
め
ま
し
た
。
之
れ
が
焉
に
は
猫
逸
の
文
飾
能
力
の
調
査
研
究
を
盈
ね
た
事
は
勿
論
で
あ
り
、
．
 
 

叉
特
に
猫
逸
の
精
細
周
密
な
る
陳
述
は
頗
る
有
益
で
あ
つ
た
。
 
 

然
る
廃
車
金
の
級
顧
を
確
定
す
る
に
先
ち
、
考
慮
を
要
す
る
も
の
が
あ
つ
た
。
即
ち
猫
逸
が
負
拾
し
得
べ
き
金
額
の
多
寡
は
年
金
 
 

の
醍
疎
、
支
彿
方
法
の
如
何
に
よ
り
て
造
ひ
が
あ
る
。
著
し
年
金
の
全
部
を
撃
げ
て
絶
封
無
條
件
に
閣
外
送
金
の
義
務
あ
る
も
の
と
 
 

淀
む
る
禦
口
に
は
、
金
額
は
勢
ひ
少
く
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
反
之
蓋
し
絶
封
無
條
件
迭
金
義
務
は
年
金
の
側
部
に
限
る
と
し
、
其
他
の
 
 

部
分
に
付
て
は
猫
逸
紅
臍
界
嵩
仙
の
場
合
に
は
、
迭
金
を
猶
壊
す
る
特
典
を
輿
ふ
る
の
仕
組
と
せ
ぽ
、
年
金
絶
舶
は
大
き
く
定
め
て
 
 

も
弼
逸
は
引
討
け
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
猫
逸
の
経
済
界
が
図
姓
に
遭
遇
し
、
賠
償
金
の
図
外
迭
金
が
通
貨
の
 
 

安
定
を
妨
げ
、
焉
替
の
暴
落
を
促
す
様
な
場
合
に
應
ず
る
安
全
研
を
輿
へ
て
竃
け
ば
、
弼
逸
は
安
心
し
て
多
額
の
年
金
を
承
諾
し
得
 
 

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
依
て
斯
の
如
き
安
全
鍼
を
エ
失
せ
ん
が
馬
に
、
英
国
委
員
サ
ー
・
ジ
ョ
サ
イ
ア
ー
・
ス
タ
ン
ブ
を
主
宰
と
す
る
 
 

貯
借
間
櫨
大
観
 
 

（
一
玉
）
 
】
方
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分
科
命
を
任
命
し
て
其
考
案
を
拓
み
ま
し
た
っ
 
 
 

足
れ
弼
逸
を
し
て
成
る
可
く
多
数
の
年
金
を
承
諾
せ
し
め
ん
馬
め
の
架
橋
作
用
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

叉
他
の
叫
方
偵
横
国
の
側
に
於
て
は
、
朗
謂
「
年
金
の
謹
赤
化
」
と
い
ふ
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
年
金
を
克
利
支
 
 

排
基
金
と
し
て
猫
逸
を
し
て
外
囲
市
場
に
其
公
債
を
磯
行
せ
し
め
、
債
検
閲
は
此
敢
行
の
収
入
金
を
以
て
賠
償
に
充
て
ん
と
欲
す
る
 
 

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
毎
年
々
々
年
金
を
受
取
り
行
き
、
何
十
年
も
懸
っ
て
賠
償
絶
感
の
決
済
を
待
つ
よ
り
も
、
玄
に
猫
逸
公
位
 
 

の
登
行
に
よ
り
一
時
に
元
金
の
大
部
分
を
収
め
て
仕
舞
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
此
所
謂
誇
碁
化
が
碓
寛
に
行
は
る
1
見
込
が
あ
ら
ぼ
、
 
 

債
構
図
の
側
で
も
賠
償
の
絶
胡
を
負
け
て
迫
っ
て
も
宜
し
い
地
位
に
立
ち
ま
す
。
 
 
 

依
っ
て
年
金
を
定
む
る
に
兜
ち
、
誇
券
化
の
エ
夫
を
必
要
と
致
し
ま
し
た
。
此
の
エ
夫
を
せ
ん
が
蔑
に
非
公
式
の
「
相
談
倉
」
な
 
 

る
も
の
を
作
り
、
投
資
市
場
の
蜜
務
家
モ
ル
ガ
ン
、
ラ
モ
ン
ト
両
氏
は
勿
論
、
其
他
六
筒
図
の
首
鹿
妻
員
を
加
へ
て
之
に
充
て
、
レ
 
 

ベ
ル
ス
ー
ク
卿
を
主
宰
者
と
し
て
考
案
を
練
ら
せ
ま
し
た
。
是
れ
臍
低
級
額
を
成
る
可
く
少
く
せ
ん
馬
め
の
架
橋
作
用
で
あ
り
ま
す
 
 
 

斯
く
の
如
く
二
偶
の
架
橋
作
用
を
以
て
年
金
に
封
す
る
大
小
嗣
極
端
の
主
張
を
双
方
よ
り
接
近
せ
し
め
、
結
局
年
金
忙
邁
雷
な
る
 

計
数
に
行
き
合
は
せ
ん
と
の
エ
夫
で
あ
り
ま
し
た
。
 
 

．
第
一
架
橋
作
糊
の
路
用
と
し
て
左
の
通
り
に
大
綱
を
定
め
ま
し
た
。
 
 
 

（
ィ
）
年
金
は
猫
逸
の
全
責
任
に
於
て
国
外
遊
金
、
換
言
す
れ
ば
外
囲
貨
幣
を
以
て
依
構
図
に
支
彿
ふ
の
義
務
あ
り
と
す
る
は
勿
論
 
 

な
る
事
。
 
 
 

第
六
番
 
 
第
一
班
 
 

（
〓
ハ
）
 
二
ハ
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（
こ
然
れ
ど
も
此
年
金
を
二
部
に
阿
分
し
、
其
叫
部
は
範
封
無
條
件
に
送
金
の
童
務
あ
る
も
の
と
す
る
寄
。
 
 
 

（
人
）
其
他
の
部
分
に
付
て
は
、
凋
逸
鮭
溝
界
苗
叫
の
場
合
鱒
遭
遇
し
た
る
時
は
、
其
送
金
を
猶
預
す
る
の
特
典
を
輿
ふ
る
事
、
換
 
 
 

言
す
れ
ぽ
猫
逸
は
此
部
分
に
何
て
は
共
通
貨
を
以
て
彿
込
む
を
得
る
尊
。
 
 
 

（
ニ
）
條
件
附
年
金
に
閲
し
、
猫
逸
が
送
金
独
橡
の
特
典
を
利
用
し
た
る
時
は
、
其
善
後
策
を
講
す
る
薦
め
に
、
務
め
特
別
の
諮
問
 
 

検
閲
庭
組
織
し
龍
く
の
必
要
あ
る
寄
。
 
 
 

此
特
別
綺
開
校
拍
は
賠
償
間
鵡
の
経
済
化
な
る
根
本
主
義
に
則
り
、
政
治
的
磯
路
た
ら
し
む
可
ら
す
、
政
府
よ
り
猫
立
な
る
地
位
 
 

に
あ
る
財
政
鮭
済
の
賓
務
家
を
以
て
組
織
す
べ
し
と
致
し
ま
し
た
。
殊
に
此
諮
問
磯
幽
の
働
き
を
要
す
る
場
合
は
、
猫
逸
経
済
界
非
 
 

常
の
場
合
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
二
冨
の
下
に
迅
速
に
且
つ
輩
を
立
て
す
し
て
直
ち
に
集
ま
る
寄
の
出
来
る
仕
組
に
し
て
定
か
ね
ぽ
な
 
 

ら
ぬ
。
政
治
外
交
上
の
手
綬
を
屈
ん
で
集
ま
る
梯
で
は
、
時
に
は
間
に
合
は
す
、
事
に
有
事
で
あ
る
。
 
 
 

伐
て
専
門
誉
貝
に
参
加
し
た
る
七
簡
閲
の
中
央
銀
行
総
裁
の
指
名
し
た
る
各
叫
名
を
以
て
、
此
特
別
諮
問
委
員
昏
を
粗
放
す
べ
し
 
 

と
定
め
ま
し
た
。
蓋
し
中
央
銀
行
は
英
国
政
府
若
く
は
政
界
よ
り
猫
立
た
る
ペ
き
も
の
と
の
前
提
の
下
に
於
て
、
斯
く
定
め
た
次
第
 
 

で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

而
し
て
更
に
進
ん
で
無
傑
件
年
金
と
、
條
件
附
年
金
の
聞
に
於
け
る
金
鰯
の
割
合
と
か
、
迭
金
狗
漁
の
條
件
と
か
、
細
目
な
れ
ど
 
 

も
重
妥
な
る
鮎
を
定
め
ん
と
致
し
ま
し
た
。
是
は
年
金
の
額
が
晃
ら
な
け
れ
ば
立
塞
が
出
来
ま
せ
ん
。
 
 

据
借
問
犠
大
観
 
 

（
】
七
）
一
七
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夢
 
こ
 
架
 
橋
 
作
 
同
 
 

期
く
し
て
朋
謂
「
年
金
の
詮
券
化
」
を
エ
失
す
る
中
に
、
猫
逸
公
依
の
教
行
自
身
よ
り
も
一
隊
大
き
な
雑
物
を
釣
り
上
げ
ま
し
た
 
 
 

年
金
が
二
部
に
区
分
せ
ら
れ
、
悪
二
部
は
絶
封
無
償
件
に
園
外
送
金
の
義
務
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
少
く
と
も
此
部
分
は
世
原
市
 
 

場
が
確
蜜
な
る
財
政
と
認
め
て
呉
れ
ま
す
か
ら
、
此
部
分
軒
冗
利
支
挑
基
金
と
し
て
外
囲
市
場
に
猫
逸
公
債
を
蛮
行
せ
し
む
る
こ
と
 
 

が
出
来
る
。
公
依
敬
行
後
に
於
て
は
此
部
分
に
付
て
は
猫
逸
と
横
槍
団
と
の
闘
係
は
消
滅
し
て
、
嘱
逸
と
公
債
別
布
者
と
の
関
係
に
 
 

眉
替
り
す
る
こ
と
忙
な
る
。
換
言
す
れ
ば
此
年
金
は
債
権
国
に
彿
ふ
代
り
に
公
債
所
有
者
に
彿
ふ
こ
と
に
な
る
。
即
ち
完
全
な
る
商
 
 

業
偵
務
に
優
形
す
る
こ
と
に
な
る
。
（
C
O
ヨ
ヨ
e
r
C
i
a
－
…
s
O
t
5
・
コ
）
 
然
ら
ば
何
人
た
此
公
債
磯
行
を
主
宰
せ
し
む
る
か
、
叉
如
何
な
る
械
 
 

銅
を
以
て
公
依
の
元
利
沸
を
確
保
し
、
公
債
所
有
者
の
利
益
を
保
護
す
る
か
を
考
慮
し
ま
す
れ
ば
、
誠
に
年
金
の
詮
分
化
の
み
な
ら
 
 

す
、
賠
償
問
題
金
牌
の
経
済
化
を
エ
失
す
る
こ
と
に
到
着
し
た
の
は
、
自
然
の
筋
道
で
あ
り
ま
し
た
。
 
 
 

即
ち
猫
逸
と
賠
償
債
桂
圃
と
の
間
に
、
信
託
機
関
の
創
立
を
必
穿
と
す
る
。
純
然
た
る
繭
柴
界
の
信
託
撥
踊
を
以
て
賠
償
問
題
痘
痕
 
 

扱
は
し
め
∵
賠
償
金
の
収
入
、
依
雄
図
問
の
分
配
を
公
平
に
覚
ら
し
む
る
様
に
し
よ
う
、
叉
此
機
関
を
し
て
猫
逸
公
位
の
敏
行
（
年
 
 

金
の
謹
券
化
）
を
管
理
せ
し
め
、
猫
逸
と
公
憤
朋
有
者
と
の
問
に
放
け
る
信
託
を
槍
任
せ
し
め
る
は
段
通
常
の
役
目
で
あ
る
。
 
 
 

叉
此
検
閲
の
普
通
金
融
機
能
を
利
用
し
て
、
猫
逸
の
国
外
迭
金
に
便
宜
を
供
興
せ
し
む
る
こ
と
も
出
来
る
。
辟
償
年
金
の
支
沸
は
 
 

両
暦
碓
資
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

ー  

第
六
巷
 
 
第
一
鱗
 
 

（
一
凡
）
一
八
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萬
叫
の
場
合
、
猫
逸
が
造
金
猶
琢
の
特
典
を
利
用
し
て
肺
克
貨
幣
を
以
て
沸
込
ん
だ
場
合
に
は
、
此
の
金
融
検
閲
は
此
の
肺
克
貨
 
 

簡
を
猫
逸
園
内
に
運
用
し
、
猫
逸
の
産
柴
快
復
を
鋤
け
、
同
時
に
依
横
国
の
利
益
を
保
護
す
る
一
撃
両
得
の
所
作
を
な
す
こ
と
が
出
 
 

来
る
。
 
 
 

此
の
金
融
機
関
が
世
界
諸
図
の
協
力
を
以
て
創
立
せ
ら
る
1
と
き
は
、
世
界
諸
国
の
中
央
銀
行
問
に
於
け
る
協
力
協
調
の
連
鎖
の
 
 

中
心
鮎
と
な
つ
て
、
一
般
に
通
貨
の
安
定
を
助
く
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

叉
世
界
の
貿
易
に
封
し
、
現
存
金
融
機
関
の
手
の
届
か
ざ
り
し
方
面
に
便
宜
を
輿
ふ
る
こ
と
1
も
な
る
。
 
 
 

要
之
此
の
新
棟
幽
は
国
際
間
に
於
け
る
資
金
の
移
動
に
便
宜
を
輿
へ
、
国
際
的
金
融
関
係
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
 
 

く
其
教
場
は
賠
償
問
題
の
経
済
化
よ
り
、
更
に
進
ん
で
以
上
有
益
な
る
撥
能
を
免
備
せ
し
む
る
鶉
に
鼓
に
世
界
語
囲
の
協
力
を
以
て
 
 

一
大
銀
行
を
創
立
す
べ
し
と
は
、
「
相
談
合
」
の
到
着
し
た
る
結
論
で
あ
り
ま
し
た
。
 
 
 

而
し
て
此
大
銀
行
創
立
実
は
七
箇
園
の
委
員
現
せ
す
し
て
懐
抱
し
来
れ
る
意
見
で
あ
り
、
何
人
に
も
異
議
な
か
り
し
朗
で
あ
り
ま
 
 

し
た
か
ら
、
之
れ
を
以
て
委
員
長
の
蟄
案
と
い
ふ
所
謂
「
囲
際
決
済
銀
行
案
」
と
し
て
本
合
議
に
提
出
せ
ら
る
1
こ
と
1
な
り
ま
し
た
 
 

（
森
璧
普
 
「
賠
償
政
経
解
決
案
に
付
て
」
 
外
交
時
報
五
九
六
既
、
昭
和
四
年
十
月
牽
行
、
叫
三
一
1
叫
≡
五
頁
）
 
 

七
 
 

上
掲
森
氏
の
富
に
見
ら
る
1
如
く
、
ヤ
ン
グ
奪
貝
愈
は
賠
償
問
題
に
つ
き
側
面
よ
り
迫
り
得
る
だ
け
は
迫
り
行
き
た
る
が
故
早
此
 
 

据
借
問
題
大
観
 
 

（
山
九
）
一
九
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（
二
〇
）
 
二
〇
 
 

第
六
怨
 
第
一
張
 
 

の
上
は
賠
償
年
金
の
問
題
に
突
入
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
に
立
到
っ
た
。
こ
の
年
金
の
問
題
に
つ
き
合
議
中
絶
計
四
箇
の
築
が
上
程
せ
 
 

ら
れ
た
。
兜
づ
垂
員
長
の
案
（
ヤ
ン
グ
第
“
寛
と
い
は
れ
る
も
の
）
が
提
出
さ
れ
た
る
が
猫
逸
が
之
を
受
入
れ
す
、
次
に
英
・
轡
伊
 
 

自
周
囲
の
委
員
よ
り
所
謂
四
図
案
が
提
出
さ
れ
た
る
が
之
も
承
認
せ
ら
れ
す
、
次
に
礪
逸
委
員
の
提
案
と
な
り
た
る
が
、
あ
ま
り
に
 
 

年
金
額
の
僅
少
な
る
蔑
め
聯
合
閉
が
承
認
せ
す
、
最
後
に
委
員
長
よ
り
所
謂
ヤ
ン
グ
第
二
案
が
提
出
せ
ら
れ
、
結
局
之
れ
が
探
用
せ
 
 

ら
る
、
～
こ
と
1
な
つ
た
。
即
ち
二
九
二
九
年
六
月
七
日
巴
盟
に
於
て
順
調
印
が
な
さ
れ
、
同
月
八
日
に
叫
般
に
公
表
せ
ら
れ
た
。
之
 
 

れ
所
謂
ヤ
シ
グ
委
員
愈
報
償
審
R
e
p
O
r
t
O
〓
h
e
〔
○
ヨ
ヨ
i
t
t
e
e
O
f
E
x
p
e
ユ
s
O
コ
評
p
a
t
i
O
コ
S
モ
あ
る
。
此
の
報
骨
書
は
主
文
が
十
二
輩
 
 

に
分
か
れ
且
つ
八
の
附
属
書
が
伴
は
れ
て
ゐ
る
。
今
そ
の
中
主
と
し
て
賠
償
金
に
つ
き
て
之
れ
を
摘
記
し
て
み
よ
う
。
 
 
 

兜
づ
年
金
文
彿
の
現
問
を
二
期
に
分
ち
、
第
二
御
室
二
十
六
筒
年
七
箇
月
と
し
、
東
二
期
を
二
十
二
箇
年
と
す
る
。
而
し
て
ド
ー
 
 

ズ
実
の
璧
行
を
∵
札
二
九
年
八
月
三
十
一
日
迄
と
し
、
ヤ
ン
グ
案
を
九
月
叫
日
よ
り
賛
施
す
る
こ
と
、
併
し
年
金
の
年
度
を
猫
逸
の
 
 

預
卯
年
虔
に
適
合
さ
せ
る
焉
め
第
一
年
度
を
剛
九
ニ
5
年
三
月
主
十
血
日
迄
の
七
箇
月
と
し
以
後
拘
月
一
日
よ
り
豊
年
三
月
ニ
．
‡
】
 
 

H
荘
首
二
年
金
年
度
と
し
た
。
従
っ
て
第
一
期
は
鵬
九
二
九
年
九
月
仙
臼
に
始
ま
り
こ
九
六
六
年
三
月
二
手
一
日
に
終
り
、
第
二
親
 
 

は
二
九
六
六
年
四
月
叫
日
に
開
始
し
山
九
八
八
年
三
月
三
十
一
日
を
以
て
終
了
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。
 
 
 

次
に
年
金
額
は
第
仙
斯
即
ち
三
十
七
節
年
間
に
於
て
は
年
平
均
十
九
倍
八
千
八
百
八
十
償
金
肺
克
R
e
i
〔
h
s
ヨ
a
－
k
と
し
、
之
れ
に
 
 

ド
ー
ズ
案
に
依
り
蟄
行
さ
れ
た
る
封
外
公
債
に
封
す
る
元
利
金
の
支
排
額
を
加
へ
て
合
計
年
平
均
二
十
億
恵
千
六
十
萬
金
肺
克
の
支
 
 

排
を
な
す
こ
と
1
淀
め
た
。
何
第
二
期
に
於
て
は
凡
そ
十
六
・
七
倍
金
肺
克
の
金
額
が
年
々
文
挟
は
る
ゝ
定
め
で
あ
る
。
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第
嘲
朔
の
賠
償
奉
均
年
金
十
九
倍
八
千
八
百
八
十
萬
金
腕
克
の
三
十
七
回
分
に
相
雷
す
る
金
舶
を
以
て
、
聯
合
囲
が
戟
寧
中
英
米
 
 

等
よ
り
借
入
れ
た
る
所
謂
戦
寧
債
務
の
文
雄
に
要
す
る
金
額
と
、
其
以
外
に
所
謂
機
飴
臍
低
額
ょ
し
て
平
均
年
金
七
倍
四
千
二
百
八
 
 

十
償
金
肺
克
の
憤
格
に
相
常
す
る
要
求
額
を
全
部
完
済
す
る
こ
と
1
な
る
。
 
 
 

第
二
朔
の
金
覇
を
以
て
聯
合
図
戦
争
債
務
文
彿
戯
の
残
存
二
十
二
筒
年
分
を
偵
ひ
、
更
に
米
閣
の
賠
償
要
求
額
、
即
ち
璧
口
裁
判
 
 

所
決
定
の
封
米
債
務
を
完
了
す
る
こ
と
ゝ
な
る
。
 
 
 

今
此
の
第
血
期
並
に
琴
一
期
に
支
彿
は
る
ペ
き
年
金
に
つ
き
年
五
歩
五
厘
の
利
率
に
て
そ
の
現
偵
を
算
定
す
れ
ぼ
、
封
外
戦
依
に
 
 

相
賞
す
る
部
分
が
二
百
二
手
四
億
六
千
九
百
萬
金
肺
克
と
な
る
。
庸
之
れ
に
増
飴
臍
償
金
の
現
慣
胃
二
十
三
億
四
千
五
首
賞
金
肺
克
 
 

を
加
へ
た
る
合
計
二
百
五
十
八
億
康
肺
寛
が
所
謂
ヤ
ン
グ
実
に
よ
る
賠
償
絶
感
で
あ
る
。
之
れ
を
伶
敦
協
定
の
千
三
田
二
十
借
金
肺
 
 

克
に
比
し
て
そ
の
差
の
如
何
に
大
な
る
か
を
思
ふ
ペ
き
で
あ
る
。
 
 
 

ヤ
ン
グ
某
に
放
け
る
年
金
支
仰
の
財
源
は
（
こ
猫
逸
鋳
造
食
酢
、
（
こ
）
弼
逸
政
府
預
罪
の
二
者
に
限
り
ド
ー
ズ
案
に
於
け
る
が
如
 
 

く
複
雑
な
る
方
法
を
採
用
し
な
い
。
 
 
 

か
く
て
ヤ
ン
グ
実
に
て
最
も
肝
要
な
る
は
第
仙
洞
年
金
平
均
十
九
倍
八
千
八
百
八
拾
萬
金
肺
克
な
る
が
、
之
れ
を
ド
ー
ズ
実
に
よ
 
 

る
標
準
年
金
二
十
五
億
金
牌
克
に
比
す
る
に
五
億
以
上
の
減
少
と
な
る
。
従
つ
て
之
れ
を
ス
パ
ー
協
定
の
分
配
率
を
以
て
依
椎
閲
に
 
 

分
配
す
る
と
す
れ
ぽ
、
伊
太
利
の
如
き
は
到
底
そ
の
戦
債
を
償
ふ
に
も
足
ら
ず
、
韮
に
叉
思
は
ぎ
る
困
難
に
遭
遇
せ
る
が
結
局
ス
パ
 
 

ー
協
定
に
或
程
度
の
欒
更
を
加
へ
安
協
を
な
す
に
至
つ
た
。
而
し
て
英
国
は
完
二
二
年
八
月
盲
の
所
謂
B
a
－
ぎ
ー
喜
t
e
に
依
り
 
 

賠
償
間
倍
大
観
 
 

（
こ
一
）
 
二
－
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第
六
巻
 
第
一
舵
 
 

（
二
こ
）
 
二
こ
 
 

封
米
載
債
を
慣
ひ
得
る
程
度
以
上
に
も
以
下
に
も
賠
仲
田
を
嬰
求
せ
ざ
る
こ
と
を
塔
明
せ
る
が
政
に
、
此
場
合
に
も
こ
れ
が
引
用
さ
れ
 
 

そ
の
分
配
率
の
誌
歩
に
於
て
英
国
は
放
大
の
犠
牲
を
彿
は
ぎ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
七
1
な
つ
た
。
勿
論
そ
の
外
、
他
の
諸
国
も
夫
れ
夫
 
 

れ
犠
牲
を
排
ひ
て
第
一
期
問
に
於
け
る
各
関
取
得
平
均
年
覇
を
左
の
如
く
定
め
た
。
（
軍
位
百
萬
肺
克
）
 
 

セ
 
 
ル
 
 
ビ
 
 
ヤ
 
 
 

ル
 
ー
 
 

マ
 
ニ
 
ア
 
 
 

日
 
 

本
 
 
 

ポ
 
ル
 
ト
 
ガ
 
ル
 
 
 

ギ
 
 
リ
 
、
ン
 
 
ヤ
 
 
 

ラ
 
 
ン
 
ド
 
 

ポ
 
ー
 
 

俳
 
 
 

英
 
 
 

白
 
 

蘭
 

四
 
 
 

囲
 
 
 

利
 
 
 

益
 
 

叫
、
○
拘
六
〇
五
 
 

四
〇
九
〇
〇
 
 

二
〓
ニ
●
七
 
 

瑚
 
二
悪
意
 
 

八
P
q
0
〇
 
 

二
〇
ユ
 
 

ー
三
〇
二
 
 

叫
三
●
二
 
 

七
〇
〇
 
 

〇
●
五
 
 

六
ぺ
・
¶
 
 
 

一
、
九
八
八
。
八
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八
 
 
 

次
に
ヤ
ン
グ
報
骨
書
が
自
ら
ド
ー
ズ
某
と
封
比
し
て
そ
の
改
正
せ
る
瓢
を
指
摘
せ
る
に
基
き
そ
の
要
旨
を
左
に
示
し
た
い
と
思
ふ
 
 
 

て
∴
期
間
と
債
務
額
と
を
決
定
し
た
こ
と
。
ド
ー
ズ
実
に
て
は
繁
栄
指
数
に
よ
り
年
金
を
増
減
せ
し
む
る
こ
と
1
し
そ
の
年
金
 
 

の
回
数
を
決
定
せ
ざ
り
し
が
、
ヤ
ン
グ
案
に
て
は
年
金
額
と
そ
の
回
数
と
を
決
定
し
た
。
 
 
 

二
、
紫
柴
指
数
を
拍
除
せ
る
こ
と
。
繁
栄
指
数
は
単
な
る
見
積
に
過
ぎ
す
且
つ
欒
勤
極
め
て
大
に
し
て
、
礪
逸
の
之
れ
に
よ
り
 
 

利
益
を
う
く
る
魔
更
に
な
い
。
か
1
る
不
確
定
な
る
要
素
は
之
れ
を
除
く
が
捕
逸
に
と
り
て
有
利
で
あ
る
。
 
 
 

三
、
財
政
上
の
自
主
樺
を
得
し
め
た
る
こ
と
。
ド
ー
ズ
実
に
て
は
馬
琴
保
護
制
度
が
あ
り
て
弼
逸
は
肺
克
を
以
て
そ
の
債
務
を
 
 

桝
消
す
る
こ
と
を
得
た
る
も
、
叉
そ
の
焉
め
外
囲
の
制
肘
を
も
受
け
た
。
然
る
に
之
れ
は
弼
逸
の
信
用
を
局
限
し
、
そ
の
財
政
的
 
 

猫
定
検
を
失
は
し
め
、
従
っ
て
猫
逸
債
務
の
動
員
を
全
然
不
可
能
に
せ
ず
と
し
て
も
、
之
れ
を
困
難
な
ら
し
め
る
が
故
に
、
馬
替
 
 

保
護
制
度
を
厳
止
L
、
猫
逸
の
自
主
棟
を
以
て
そ
の
金
宝
任
を
典
た
L
め
ん
と
し
た
。
 
 
 

四
、
支
彿
獅
琢
の
保
護
を
認
め
た
る
こ
と
ぐ
奨
畿
的
な
る
事
件
の
焉
め
猥
逸
の
経
済
生
活
が
阻
寄
さ
れ
た
る
場
合
に
は
條
件
附
 
 
 

年
金
に
つ
き
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
並
に
自
問
貨
に
よ
る
梯
込
を
も
沿
線
す
る
こ
と
ゝ
し
た
。
 
 
 

五
、
質
物
賠
償
。
ド
ー
ズ
案
は
止
む
を
得
ず
こ
の
便
法
を
設
け
た
る
が
、
本
来
憤
構
図
は
そ
の
年
金
の
割
常
胡
を
各
自
々
由
に
 
 

應
分
し
度
き
希
望
を
萌
し
て
ゐ
た
、
然
れ
共
こ
の
制
度
を
急
激
に
駿
止
す
る
は
宜
し
か
ら
ざ
る
が
級
に
鼓
初
の
十
筒
年
だ
け
之
れ
 
 

照
借
間
罵
大
観
 
 

（
こ
三
）
 
t
〓
ニ
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を
認
め
る
こ
と
1
し
た
。
 
 
 

六
、
動
員
。
債
種
図
例
よ
り
見
て
ヤ
ン
グ
実
の
二
き
撃
特
級
と
す
る
j
こ
ろ
は
、
債
樺
図
を
し
て
そ
の
要
求
額
の
軽
減
に
同
意
 
 

せ
し
め
、
よ
つ
て
載
亭
に
依
り
蒙
り
た
る
損
審
賠
償
鹿
雨
中
の
相
富
の
部
分
を
自
ら
負
櫓
せ
し
め
た
る
瓢
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
 
 

を
焉
し
待
た
る
は
全
く
年
金
が
動
畠
只
M
。
b
≡
s
a
t
ぎ
 
許
容
化
せ
る
債
権
を
市
場
に
資
出
す
こ
と
）
し
得
る
様
な
形
に
て
支
彿
は
れ
 
 

る
と
い
ふ
寄
鸞
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

七
、
財
政
組
織
。
ド
ー
ズ
実
の
仕
組
は
、
之
れ
を
誠
賓
に
苦
行
す
れ
ぼ
必
ず
や
関
係
諸
因
の
利
益
を
通
常
に
確
保
す
る
に
相
違
 
 

な
し
と
い
ふ
信
念
に
基
い
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
臍
償
支
梯
を
政
治
問
題
よ
り
経
済
問
題
や
商
柴
問
題
に
摘
換
さ
せ
る
に
常
り
、
債
構
 
 

図
も
依
務
図
も
共
に
常
に
協
同
を
な
す
の
必
要
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
ゐ
た
。
然
る
に
ヤ
ン
グ
実
は
こ
の
方
針
を
更
に
進
め
、
別
 
 

々
の
監
理
検
閲
と
政
府
横
路
と
の
協
同
事
業
に
代
ふ
る
に
、
夫
れ
が
管
増
に
懲
り
猫
逸
も
相
苫
の
役
割
を
果
し
得
る
が
如
き
純
然
 
 

た
る
金
融
機
関
内
に
於
け
る
共
通
の
作
業
を
以
て
し
た
。
現
在
の
管
理
棟
組
に
て
は
宜
顔
な
る
年
金
の
支
彿
や
ト
ラ
ン
ス
プ
ア
－
 
 

と
い
ふ
が
如
き
銀
行
取
引
を
行
ふ
の
に
必
要
な
る
全
幅
の
伸
縮
力
を
持
つ
こ
と
を
待
ざ
る
が
、
新
銀
行
は
諸
畿
赤
組
行
と
密
接
な
 
 

る
関
係
を
有
し
且
つ
銀
行
業
上
の
諸
辟
な
る
便
宜
を
自
由
に
利
用
し
得
る
の
で
、
猫
逸
の
綬
酒
や
そ
の
他
諸
国
の
経
済
に
何
等
の
 
 

障
柑
を
輿
ヘ
ザ
し
て
上
記
の
行
動
を
な
す
に
必
要
な
る
す
べ
て
の
方
法
を
探
る
こ
と
を
得
よ
う
。
加
之
新
銀
行
は
貿
易
を
磯
展
さ
 
 

せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
銀
行
が
遽
行
す
べ
き
行
動
を
開
音
す
れ
ぼ
関
係
諸
闊
の
信
用
に
拭
ふ
ペ
か
ら
ざ
る
損
傷
を
輿
へ
る
 
 

こ
と
ゝ
な
ら
う
。
そ
こ
で
こ
の
行
動
が
保
澄
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
新
銀
行
は
規
制
虔
の
下
に
於
て
債
横
国
の
樵
利
擁
謹
の
馬
め
設
け
 
 
 

節
六
低
 
 
額
一
紙
 
 

（
二
囲
）
 
こ
四
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ら
れ
た
る
、
而
し
て
年
金
申
の
動
員
L
得
る
部
分
を
迅
速
に
且
つ
容
易
に
歯
糞
化
す
る
篤
め
に
最
少
限
度
に
必
恕
と
し
た
る
保
謹
 
 

を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
 
 
 

八
、
概
要
。
こ
の
提
案
は
叫
九
二
拘
年
に
猫
逸
並
に
そ
の
他
諸
国
の
立
場
を
概
略
指
示
す
る
に
止
ま
つ
た
と
こ
ろ
の
ド
ー
ズ
案
 
 

が
始
め
た
る
事
業
を
欄
承
し
且
つ
之
れ
を
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
は
猫
逸
の
債
務
を
最
終
的
に
軽
減
し
且
つ
決
定
し
 
 

年
金
を
累
進
的
に
し
且
つ
年
金
支
沸
の
故
障
を
軽
減
す
る
蔑
め
に
新
銀
行
を
し
て
諸
の
便
法
を
試
ぜ
し
め
て
以
て
礪
逸
の
債
務
を
 
 

国
際
貸
借
決
癖
衰
の
中
に
入
れ
た
。
本
琴
で
は
、
ド
ー
ズ
案
が
餞
綬
的
に
賛
施
さ
れ
た
る
場
合
に
依
橙
周
の
支
梯
は
れ
ざ
り
し
や
 
 

も
知
れ
ぬ
金
額
を
可
成
減
額
し
た
る
も
、
叉
同
時
に
ド
ー
ズ
案
に
伴
ふ
と
こ
ろ
の
依
横
着
に
と
り
て
も
債
務
者
に
と
り
て
も
不
利
 
 

な
不
確
瞥
さ
を
除
き
之
れ
に
代
ふ
る
に
債
務
者
が
己
が
依
務
の
精
確
な
る
限
度
を
知
り
得
る
様
な
確
葦
な
る
決
定
を
な
し
た
。
 
 
 

最
後
に
ヤ
ン
グ
報
告
書
主
文
は
次
の
如
き
ド
ー
ズ
其
の
文
言
を
引
用
し
て
之
れ
を
経
っ
て
ゐ
る
。
日
く
 
 

F
i
⊃
a
ニ
y
、
W
e
W
O
u
－
d
 
p
O
早
コ
t
O
u
t
J
i
k
e
 
O
u
r
P
r
e
d
只
．
e
S
S
O
r
S
 
O
コ
t
h
e
ロ
a
w
e
s
 
n
O
ヨ
ヨ
i
芽
e
 
t
h
a
T
 
 

て
w
e
r
e
笥
「
d
O
u
r
r
e
P
O
r
t
a
∽
a
コ
i
コ
d
i
v
i
s
茸
e
・
】
〓
s
コ
O
t
P
O
S
S
i
b
－
e
－
叫
コ
O
u
r
O
P
ぎ
訂
コ
こ
O
a
C
h
お
く
e
a
コ
y
S
宍
・
 
 

C
e
S
S
b
y
s
e
i
e
c
t
i
⊃
∽
C
e
r
訂
i
⊃
O
f
O
u
‥
e
n
O
m
ヨ
2
コ
d
註
○
コ
S
 
f
O
r
a
d
O
P
〓
○
コ
a
n
d
 
r
e
j
e
c
芽
仏
 
t
h
e
 
O
t
h
e
r
s
｝
a
コ
n
 
W
e
 
 

W
O
u
－
d
d
e
s
i
r
e
t
O
a
n
n
e
P
t
コ
O
r
e
S
P
O
コ
S
i
b
〓
卓
f
O
こ
h
e
r
e
s
隻
s
O
f
s
u
c
h
a
p
r
O
n
e
旨
－
e
コ
O
r
 
f
O
r
u
コ
含
e
告
】
a
y
≡
 
 

讐
蔓
虐
e
詣
C
u
t
ぎ
コ
｛
0
0
u
r
 
P
l
a
コ
㌧
－
 
 

P
a
r
耳
∴
苫
コ
e
ゴ
h
．
】
治
p
 
 

賠
償
ノ
問
毯
大
観
 
 

（
二
玉
）
 
こ
五
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九
 
 

さ
て
右
に
そ
の
梗
概
を
示
し
た
る
ヤ
ン
グ
報
告
書
は
一
九
二
九
年
六
月
六
日
に
完
成
し
た
る
か
故
に
、
関
係
図
は
同
年
八
月
六
日
 
 

よ
り
和
蘭
の
握
牙
に
合
し
、
所
謂
拓
牙
臍
償
禽
議
を
開
催
し
、
以
て
ヤ
ン
グ
案
に
つ
き
審
さ
に
討
議
を
な
し
た
。
こ
の
場
合
は
主
義
 
 

と
し
て
ヤ
ン
グ
零
を
承
認
し
た
る
も
そ
の
預
想
以
上
の
波
瀾
を
起
し
、
折
衝
に
意
外
の
日
子
を
費
し
、
漸
く
同
月
二
劇
十
剛
日
に
此
の
 
 

合
議
を
閉
ぢ
た
。
そ
の
結
果
¶
の
議
定
書
を
作
成
し
、
そ
の
中
に
於
て
主
義
上
ヤ
ン
グ
某
を
採
用
し
、
之
れ
が
適
用
に
際
し
て
生
ず
 
 

ペ
き
諸
問
題
を
解
決
し
、
更
に
必
要
な
る
設
立
委
員
愈
を
設
筐
せ
し
む
る
こ
と
1
し
た
。
之
等
設
立
委
員
合
の
報
骨
書
の
抜
出
を
待
 
 

ち
、
一
九
三
〇
年
叫
月
三
日
よ
り
謁
度
海
牙
に
於
て
合
議
を
繚
行
し
た
。
こ
の
第
二
梅
牙
合
議
は
同
月
二
十
日
道
場
摸
せ
る
が
、
結
 
 

局
此
の
合
議
に
よ
り
て
賠
償
問
題
広
一
と
党
づ
叫
般
的
に
解
決
し
、
叉
そ
の
他
戟
寧
よ
り
生
ぜ
る
財
政
的
要
求
碓
を
解
決
す
る
こ
と
 
 

ゝ
な
つ
た
。
但
し
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
未
だ
最
終
的
解
決
を
な
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
而
し
て
こ
の
合
議
の
最
終
決
定
は
F
ぎ
a
一
語
t
 
 

O
〓
h
e
エ
a
讐
e
 
n
O
コ
す
e
コ
C
e
と
し
て
公
表
せ
ら
れ
た
。
 
 
 

之
れ
に
よ
り
上
記
ヤ
ン
グ
案
に
示
さ
れ
た
る
年
金
に
欒
化
を
釆
ね
し
次
の
如
く
定
め
ら
れ
、
叉
閲
際
決
済
銀
行
の
定
款
も
共
に
規
 
 

定
せ
ら
れ
た
。
 
 
 

児
づ
猫
逸
が
閲
際
決
済
銀
行
へ
彿
込
む
年
金
は
次
表
に
示
し
た
る
も
の
と
ド
ー
ズ
外
債
の
費
用
を
加
へ
た
る
も
の
と
の
合
計
で
あ
 
 

る
0
 
 
 

第
六
番
 
 
第
 
】
 
兢
 
 

（
こ
六
）
 
こ
六
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Millions of  
Reichsmarks  

Sept．り929－・Ma－・3㍉1930…椚6・9  

貝pr．り930－Mar．31，1931・…164】6  

月pr．1，19封、一爪ar．31，1932・・1618・9  

月p「．1，1932－Mar3り933…1672】  

貝pr．1，1933－Mar．31，1934¶＝・・1744・9  

月p‡・1，】934・－Mar1・31，1935・・‖り1807・5  

月Pr・．1，1935－Mar．3】，1936州1833．5  

貝pr．】，1936一肌ar．31，1937‖…ユ880・3  

貝pr＼い93ト・Mar．3】，1938・1・・】919・8  

凸Pr．1，1938－・Mar小31J939…・193乱1  

月pr■・】，1939－Mar、3り9ま0刷ユ983－4  

月pr．り940－Mar。3】，19iト“・2096．．1  

月pT．．】，194トーMar．31，】942…ル21146  

円pr．1，1942－Mar．．31，1943、…21319  

月pr．り943仙川ar．3119441・、・2128．2  

月pr．】，1944－Mar．31，1945仙214】．4  

月pT．】，1945－－Mar・．3ユ，1946州・2137．7  

凸pr．】，1946－一爪ar．31，1947■・2133．4  

月prい1，1947－Mar∴31，1948…‥2】49…1  

月pr■・】，1948－Mar」31，1949…2143。9  

月pr－．】，1949－Mar3】，1950…2240．ワ 

貝pr’．】，1950－Mar・．3】，195ト2283．1  

月pr．1，1951－Mar．31，1952・・r2267、1  

月pr－い1，1952－Mar…3】，1953・・‥2270．1  

爪pr」り953－M肌31，柑54…2277．2  

月pru】，1954・・－Mar■．31，1955・…2288‖5  

月pr＼り955－Mar＼3】，1956・2283．7  

月pr・1J1956・－Mar・3】J1957舟2278・1  

月pr・1，1957－Mar・3】J1958…22857  

月pr■い】，1958－Mar・31，1959…2317‖7  

賠
償
関
税
大
観
 
 

円pr．り9紬一門ar．3】，柑60・2294・5  

月pl巾l，1960－Mar．31，196ト230414  

月Pト1，1961－爪ar．31，1962州23222  

月pr．1，1962－Mar・3J，1963・23】4・1  

月p【．】，1963－Mar．3】－】964・・232615  

月prul，1964－Mar．3】，1965川…2326・0  

月pr．り965－・爪ar．31，1966…2352・7  

月pr．】，1966－Mar．3り967・・・1666・9  

日pr．㍉1967・－Mar．3】，1968・・・15661  

円pr．り968一肌ar・3】，1969…1575・9  

月pr∴】，1969一朗ar・31，1970い‖・1589・2  

日pr．】，1970－Mar．31，197卜“16029  

且pr．1，1971・－Mar．3l，1972…16】3・1  

月pr■∴り972－Mar．31，1973…162l・5  

丹pr．1，1973・－Mar・31，1974川1624・9  

月Pr．1，1974－川ar．31，19751・り】627．8  

月pr．1，】975一朗ar．31，1976・・］634．2  

月Pr．り97（‡一州ar．3】，1977…1637．9  

月pr．】，1977一爪ar・31，1978・・・・1644・6  

貝pr■．1，柑78－Mar．3】，1979“1654．7  

月prり979－Mar．31，1980・・】659・6  

月pr．1，1980－Mar．3い981…・1670，5  

月pr」】，981－Mar．31，1982‖・・16876  

月pr巾】，1982－Mar．31，1983…1691・8  

月pr．り983－Mal．31，1984刷17’03．3  

月pr一l，198一塁一肌ar．3り985小…1683・5  

且pr．1，1985－州ar．3い986仙925・1  

月pr．】，1986－爪ar．3り987・・・・‖93l・4  

月pr■．】，1987－M∂r■・3Ⅰ，1988・1り8978   

（
こ
七
）
 
二
七
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－
⑬
、
 
 

次
に
国
際
決
洒
銀
行
に
つ
き
山
言
を
加
へ
よ
う
。
同
銀
行
設
立
委
員
禽
竺
九
二
九
年
十
月
二
百
よ
り
猫
逸
の
バ
ー
ヂ
ン
・
パ
ー
 
 

ー
ヂ
ン
B
a
d
。
⊃
由
a
d
e
コ
に
於
て
開
か
れ
四
十
五
日
を
資
し
て
漸
く
定
款
、
設
立
條
例
並
に
賠
償
金
額
取
扱
の
委
託
契
約
S
琵
u
t
∈
S
O
ニ
h
e
 
 

B
a
コ
k
f
O
エ
コ
t
2
r
コ
a
t
ぎ
a
－
S
2
t
許
…
e
コ
t
S
∴
h
a
r
t
e
…
＝
h
2
B
a
コ
k
－
○
＝
ト
2
1
コ
t
2
r
コ
a
許
コ
致
∽
2
－
什
1
e
∃
2
コ
訪
a
コ
ロ
l
－
u
～
t
音
e
e
ヨ
e
コ
什
 
 

の
三
者
を
作
成
し
た
。
こ
の
三
寒
は
完
叫
ニ
○
年
二
月
≡
日
よ
り
開
催
の
第
二
海
牙
賠
償
禽
議
に
提
出
さ
れ
敢
路
の
決
定
を
見
た
。
 
 
 

而
し
て
此
の
銀
行
の
所
在
地
は
濁
四
バ
ー
ゼ
ル
B
a
s
訂
に
定
め
ら
れ
、
瑞
四
政
府
竺
九
三
〇
年
二
月
二
十
五
日
附
を
以
て
設
立
 
 

條
例
を
牽
布
し
、
こ
の
銀
行
に
保
詮
と
便
宜
と
を
輿
ふ
る
こ
と
1
な
つ
た
。
 
 
 

叉
委
託
契
約
に
よ
り
関
係
諸
国
の
政
府
と
新
銀
行
と
の
聞
に
臍
償
金
の
取
扱
約
定
が
締
結
さ
れ
た
。
 
 
 

最
後
に
定
款
は
全
部
七
軍
ハ
十
傑
よ
り
成
り
、
本
銀
行
の
名
粥
・
場
所
・
目
的
等
の
規
定
よ
り
資
本
金
・
樵
限
轟
轡
株
主
放
官
許
 
 

許
そ
の
他
劃
般
規
定
を
含
ん
で
ゐ
る
。
 
 
 

本
銀
行
は
五
億
ス
ヰ
ス
フ
ラ
ン
（
約
議
弗
）
の
公
構
資
本
金
を
以
て
完
三
〇
年
五
月
十
七
日
に
設
立
さ
れ
、
之
れ
と
共
豊
ハ
他
 
 

諸
多
の
條
件
と
相
保
っ
て
こ
1
に
海
牙
協
定
は
数
力
を
生
じ
新
賠
償
実
は
蜜
施
さ
る
1
に
至
つ
驚
か
く
て
本
銀
行
が
定
款
夙
衰
の
 
 

発
務
を
開
始
し
た
の
は
五
月
二
十
日
で
あ
る
。
 
 
 

最
後
に
本
銀
行
の
第
忘
理
事
と
し
て
選
任
さ
れ
た
る
人
々
の
氏
名
を
額
げ
て
本
稿
を
経
り
た
い
と
思
ふ
。
之
れ
は
紺
係
朗
中
央
 
 
 

第
六
億
 
 
第
一
携
 
 

（
二
八
）
 
二
八
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銀
行
の
総
裁
又
は
代
表
者
が
叫
九
三
〇
年
二
月
二
十
六
日
P
－
マ
鱒
昏
し
て
選
任
し
た
る
と
こ
ろ
に
か
1
る
。
併
し
濁
逸
側
の
理
事
 
 

は
楯
後
れ
て
決
定
さ
れ
た
。
 
 

日
 
本
 
 
田
 
中
 
錬
 
三
 
郎
 
 

野
 
 
原
 
 
大
 
 
輔
 
 

白
耳
義
 
 
「
O
u
仰
s
 
F
r
a
コ
C
k
 
 

E
ヨ
ニ
e
 
F
r
a
コ
q
u
i
 
 

英
 
国
 
 
王
〇
コ
t
a
篭
N
O
r
ヨ
a
コ
 
 

S
仙
「
C
h
a
「
訂
s
ユ
d
d
訂
 
 

彿
蘭
由
 
 
E
ヨ
i
l
e
ヨ
O
r
e
a
u
e
 
 

B
a
r
O
コ
B
r
i
コ
n
a
r
乱
 
 

雲
a
r
q
u
首
d
e
く
○
∽
u
e
 
 

伊
太
利
 
 
S
叫
篭
O
r
B
U
コ
a
－
d
O
S
t
r
i
コ
写
e
r
 
 

P
r
O
巾
．
コ
】
b
e
r
什
O
 
B
e
n
e
d
u
n
e
 
 

米
 
国
 
 
G
a
［
e
s
 
W
．
三
c
 
G
a
r
r
a
h
 
 

r
e
O
コ
F
r
a
s
e
r
 
 

照
慣
問
掟
大
観
 
 

（
日
本
銀
行
倫
敦
監
督
役
）
 
 

（
梯
濱
i
E
金
鉄
行
伶
激
支
配
人
）
 
 

（
自
耳
義
閣
立
銀
行
級
数
）
 
 
 

（
閥
務
大
臣
）
 
 
 

（
英
蘭
銀
行
地
裁
）
 
 
 

（
英
蘭
銀
行
理
事
）
 
 
 

（
彿
蔚
西
鉄
行
線
裁
）
 
 
 

（
里
長
銀
行
頭
取
）
 
 
 

（
ス
エ
ズ
運
河
合
祀
長
）
 
 
 

（
仰
太
利
銀
行
舘
蓼
）
 
 
 

（
公
益
企
発
信
用
命
配
総
裁
）
 
 

（
紐
育
聯
邦
準
備
銀
行
頭
取
）
 
 
 

（
紐
育
の
間
違
士
）
 
 

（
二
九
）
 
こ
九
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宮
 
木
 
得
 
三
 
 
 

上
 
 
 

同
 
 

有
 
川
 
治
 
肋
 
 
 

有
 
繹
 
炭
 
已
 
 

青
 
 
木
 
 
 

同
 
 

第
六
怨
 
 
第
一
筋
 
 
 

猫
 
逸
 
 
ロ
「
．
〓
a
⊃
S
「
亡
t
h
用
r
 
 

ロ
r
．
C
a
ユ
ヨ
e
l
〔
訂
O
r
 
 

D
r
 
P
a
u
l
 
R
e
s
c
h
 
 

本
文
献
集
1
‡
元
来
自
分
の
革
紐
ゆ
馬
め
に
作
成
し
た
ろ
も
の
に
て
、
自
分
が
検
索
L
得
る
程
鷹
に
略
著
し
た
ろ
あ
以
て
、
或
ほ
 
 

年
代
．
か
不
明
で
あ
り
、
叉
蕾
兢
も
改
代
通
番
統
を
用
ひ
戎
托
そ
の
年
の
哲
兢
を
記
す
ろ
等
極
め
て
乱
難
で
ぁ
ろ
。
併
し
今
之
れ
ね
 
 

再
訪
す
ろ
徐
硲
を
看
せ
ざ
ろ
．
い
故
l
二
そ
の
不
備
の
ま
1
叢
に
視
げ
る
。
併
し
肇
分
に
て
も
研
究
者
の
榎
女
官
わ
ら
ば
幸
甚
で
あ
る
。
 
 

】
 
賠
 
 
償
 
 
問
 
 
題
 
 

臍
償
問
題
に
就
い
て
 
 

（
中
央
銀
行
通
信
錐
）
 
 

上
）
 
 
 

賠
償
間
塩
並
弼
俳
経
済
界
の
現
状
 
（
同
 
 

濁
逸
賠
償
問
題
 
（
図
際
聯
盟
）
 
 

賠
償
委
員
宙
と
其
の
人
物
 
（
外
交
時
報
）
 
 

猫
逸
の
県
債
問
題
と
債
擢
帳
滑
論
 
（
外
交
時
報
）
 
 

ド
イ
ツ
に
於
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
耶
辞
費
用
負
培
（
脛
臍
塾
論
集
）
 
 
 

（
ラ
イ
ヒ
ス
パ
ン
ク
絶
裁
）
 
 

（
漠
墾
銀
行
家
）
 
 
 

（
グ
レ
ー
ホ
フ
ヌ
ン
グ
餓
及
銅
鐸
合
敢
長
）
 
 

（
三
〇
）
 
三
〇
 
 

二
 
 
 

三
六
 
 
 

三
瓦
 
 

八
 
 

≡
〓
ハ
 
 
昭
 
四
 
 
 

三
一
八
 
 
昭
 
四
 
 

七
 
 
大
∴
一
 
 
 

指
四
二
 
 
大
仙
二
 
 
 

四
一
五
 
 
大
叫
 
叫
 
 
 

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



同
 
 
 

同
 
 
 

外
 
 

同
 
 

駅
 
 

堀
 
 
 

同
 
 

エ
コ
 
′
 
ミ
 
ス
 
ト
 
 
 

園
 
地
 
輿
四
稔
 
 

中
外
南
桑
新
報
 
 

中
 
外
 
財
 
界
 
 

藤
本
ビ
ル
銀
行
週
報
 
 
 

深
 
澤
 
甲
 
子
 
男
 
 

上
 
 

同
 
 

外
因
の
新
聞
と
雑
誌
 
 

上
 
 

上
 
 
 

務
 
 
省
 
 

行
 
通
 
卜
信
 
‖
録
 
 

上
 
 

井
 
辰
太
郎
 
 

紅
 
鐸
 
刷
 
 

上
 
 

照
借
問
毯
大
観
 
 

賠
償
合
議
は
何
故
行
詰
っ
た
か
 
 

ヤ
ン
グ
実
は
完
全
な
る
最
終
決
定
た
り
得
る
か
 
（
外
交
時
報
）
 
 

賠
償
合
議
の
形
勢
 
 

新
た
に
ヤ
ン
グ
案
む
生
ん
だ
ド
イ
ツ
賠
償
問
題
の
結
果
 
 

ド
ー
ズ
案
の
将
来
 
 

ド
イ
ツ
賠
償
の
再
査
定
 
（
図
際
知
識
）
 
 

施
牙
賠
償
合
議
の
成
功
 
（
同
 
 
上
）
 
 

気
迫
は
る
1
濁
逸
賠
償
 
 

賠
償
と
′
戦
債
問
題
 
 

賠
償
問
題
の
一
幕
 
 

封
猫
賠
償
問
題
に
関
す
る
公
文
書
 
 

猫
逸
賠
償
問
題
 

猫
逸
 
の
賂
二
慣
問
題
 
 

弼
逸
臍
併
発
除
論
 
（
外
交
時
報
）
 
 

国
際
貸
借
の
理
論
と
償
金
問
題
 
（
三
田
塾
愈
難
詰
）
 
 

ダ
ウ
ズ
垂
員
脅
の
弼
逸
賠
償
問
題
提
案
 
（
同
 
上
）
 
 
 

（
三
］
）
 
三
一
 
 
 

八 五 匹Ⅰ   

五
二
〇
 
 
 

五
三
六
－
七
 
 

班
〇
三
 
 

七
 
 

七
 
 

二
凹
 
 
 

充
〇
七
 
 

■
 
 

叫
○
 
 

一
六
一
 
 

叫
八
五
 
 

二
〇
一
 
 

八
 
 

五
六
二
 
 

昭
四
、
八
、
一
九
 
 

大
叫
五
 
 

昭
 
四
 
 
 

大
一
正
 
 
 

昭
 
四
 
 
 

昭
 
四
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黒 同 園 小 帥 北 川 海 同 同 時 同 岡  

田  際打戸崎 口事   事  

堀
 
江
 
 
 

池
 
田
 
 
 

生
 
島
 
 第

六
巷
 
 
第
一
鱗
 
 

贋
治
郎
 
 

上
 
 

上
 
 

寝  事 利 新  西 部   

上 情 得 閲 進 三 報  

新
 
報
 
 
猫
逸
辟
償
絶
額
の
再
診
議
 
 

上
 
 
野
償
専
門
委
員
と
米
図
の
参
加
 
 

上
 
 
猫
逸
賠
償
威
森
豆
と
ヤ
ン
グ
其
の
内
容
 
 

澗
逸
賠
償
問
題
と
解
決
の
中
心
鮎
 
 

猫
 
逸
 
償
 
金
 
問
 
題
 
（
商
業
及
経
洒
研
究
）
 
 

欺
洲
財
界
の
喘
賠
償
輌
麗
の
解
決
 
（
中
外
財
界
）
 
 

弼
逸
賠
償
の
難
関
し
知
り
経
き
米
闊
の
意
向
 
 

賠
償
金
問
題
の
由
来
 
（
経
済
知
識
）
 
 

新
賠
償
支
沸
賽
の
概
要
 
 

ヤ
ン
グ
案
と
ド
ー
ズ
案
 
 

ド
イ
ツ
側
か
ら
見
た
ヤ
ン
グ
案
 
（
大
阪
朝
日
新
聞
）
 
 

喝
逸
の
復
活
と
ダ
ウ
ズ
委
員
愈
 
（
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
）
 
 

猫
逸
賠
償
問
題
の
経
過
 
（
三
田
畢
愈
雑
誌
）
 
 

賠
償
問
題
と
捕
逸
の
外
囲
貿
易
 
（
国
民
経
済
難
誌
）
 
 

（
同
 
 

ド
ー
ズ
案
の
経
済
的
解
剖
 
 

弼
逸
賠
償
金
支
排
理
論
の
考
察
 
（
同
 
 

（
三
二
）
 
三
二
 
 

ニ
 
 
 

ー
七
 
 
 

三
九
 
 
 

二
川
九
 
 
 

戴
○
 
 

山
一
 
 
 

四
 
 

大
草
二
二
、
一
 
 
 

大
三
、
血
二
、
二
七
 
 

昭
四
、
七
、
九
1
∵
六
 
 
 

二
三
－
二
四
 
 

三
 
 

叫
二
 
 

昭
ニ
「
一
 
 

二
 
 

二
二
九
 
 

二
三
四
 
 

昭
囚
、
八
、
七
以
後
 
 
 

仙
二
 
 
大
叫
三
 
 

四
 
 
大
一
二
 
 
 

一
 
大
一
四
 
 
 

三
 
 
大
一
四
 
 
 

一
 
昭
 
六
 
 

大
仙
二
 
 
 

昭
 
四
 
 

て
二
七
 
 
 

昭
 
四
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レ
 
 
 

増
 
 

松
 
 
 

三
 
 
 

森
 
 
 

同
 
 
 

同
 
 
 

同
 
 

森
 
 
 

永
 
 
 

永
 
 
 

中
 
 
 

名
 
 
 

同
 
 

日
本
銀
行
調
査
局
 
 

照
借
問
親
犬
観
 
 

井
 
萬
 
助
 
 

富
 
守
之
肋
 
 

島
 
久
笛
∵
昔
 
 

和
 
純
 
山
 
 

上
 
 

デ
 
 
ラ
 
ー
 
 
 

井
、
光
 
成
 
 

下
 
男
 
男
 
 

谷
 
隆
 
信
 
 

町
 
袈
裟
六
 
 

資
 
 
宮
 
 

上
 
 

上
 
 

上
 
 

閏
 

久
 
 

ド
ー
ズ
報
告
恕
の
世
朋
政
治
的
意
輩
 
（
改
造
）
 
 

賠
 
 
償
 
 
問
 
 
題
．
（
貿
文
舘
）
 
 

賠
償
周
蔵
に
現
は
れ
た
る
帝
観
主
番
 
（
法
律
及
政
治
）
 
 

封
猫
賠
償
問
題
の
解
詮
 
（
控
臍
知
識
）
 
 

褐
泡
賠
償
問
題
の
一
献
察
 
（
外
交
時
報
）
 
 

賠
償
問
題
ゐ
二
 
段
落
 
（
外
交
時
報
）
 
 

大
戦
の
残
し
た
最
大
継
物
賠
償
問
題
解
決
案
 
（
中
外
商
業
新
報
）
 
 

賠
償
政
経
解
決
等
に
就
て
 
（
外
交
時
報
）
 
 

封
職
階
他
聞
趨
政
経
解
決
に
付
て
 
（
東
洋
）
 
 

喝
逸
胎
慣
爾
の
査
定
と
債
券
化
 
（
外
交
時
報
）
 
 

賠
償
昏
議
に
於
け
る
英
的
の
論
握
 
（
国
際
知
識
）
 
 

鶴
逸
の
賠
償
政
究
 
（
外
交
時
報
）
 
 

世
界
経
済
の
復
活
と
猫
過
酷
償
問
罵
 
（
閣
際
聯
盟
）
 
 

爛
速
射
償
金
引
渡
問
題
の
理
論
的
考
察
 
（
商
英
及
経
済
研
究
）
 
 
 

（
同
 
 

日
本
と
賠
償
問
題
 
 

猫
逸
ド
ー
ズ
実
の
改
訂
を
企
つ
 
（
海
外
経
済
衰
報
）
 
 

上
）
 
 

（
三
三
）
 
三
三
 
 
 

四 ≡．五  
二 九 九 九 ニ ニ  荒

 
 

二
 
 
 

三
七
 
 
 

四
〇
 
 

一
〇
 
 
大
〓
ニ
 
 

大
叫
五
 
 

囲
T
⊥
尭
 
 
 

一
－
三
 
 
唱
 
四
 
 
 

囲
二
二
ハ
 
 
大
叫
二
 
 

四
七
六
 
 
大
一
三
 
 

昭
凶
、
八
、
七
以
後
 
 

五
六
六
 
 
昭
 
四
 
 

鵬
○
 
 
昭
 
四
 
 

五
 
 

凶  
五 五  ハ ー・  

セ セ 五 八、0 0  

犬  大 大   

五  
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西
 
澤
 
共
 
 

同
 
 

岡
 
野
 
鑑
 
 

奥
 
野
 
七
 
 

奥
 
 
野
 
 

同
 
 
 

佐
々
木
 
 

高
 
橋
 
 

高
 
橋
 
 

大
赦
省
調
査
月
報
 
 

上
 
 
 

同
 
 

上
 
 

同
 
 

大
阪
朝
日
新
聞
 
 

上
 
 
 

同
 
 

同
 
 

上
 
 

大
阪
毎
日
新
聞
 
 

第
六
．
番
 
 
茶
一
抹
 
 

上
 
 

膠
三
郎
 
 
 

集
 
≡
 
 

清
三
郎
 
 

上
 
 
 

記
 
 
 

け
n
r
 
良
 
 平

 
 

ル
」
ル
占
領
と
賠
償
支
挑
 
（
財
政
経
済
時
報
）
 
 

上
）
 
 

賠
償
問
題
解
決
に
向
ふ
 
（
同
 
 

賠
償
問
題
と
嘱
逸
の
経
粥
 
（
商
拳
）
 
 

新
図
際
臍
．
償
合
議
 
（
外
交
時
報
）
 
 

ヤ
ン
グ
実
の
内
容
と
賠
償
協
定
案
の
骨
子
 
（
銀
行
論
叢
）
 
 

賠
償
支
彿
問
題
に
就
て
 
 

封
礪
臍
償
専
門
委
員
合
報
沓
書
 
 

礪
自
 
賠
償
 
協
 
定
 
 

ラ
イ
ン
撤
兵
と
賠
償
問
題
 
 

賠
償
委
員
合
決
裂
 
 

ド
イ
ツ
賠
償
聞
囁
1
思
切
っ
た
譲
歩
を
望
む
 
 

弼
逸
賠
償
閲
題
1
委
員
愈
開
か
る
 
 

賠
償
愈
議
帯
び
鰻
二
糖
 
 

猫
逸
観
賠
償
女
排
問
題
の
回
顧
 
（
外
交
時
報
）
 
 

償
金
論
附
則
猫
関
係
の
要
諦
 
（
国
際
旗
雑
誌
）
 
 

醇
牙
賠
償
協
定
と
哉
債
 
（
外
交
時
報
）
 
 

（
三
四
）
 
三
国
 
 

山
○
 
 

山
一
 
 

五 二 閲  
叫・○ 二   

ー・－・・一 －・ ：露  

九 九 九 三 －  

j
二
 
 
昭
 
四
 
 

昭
ニ
「
九
、
一
一
 

昭
四
、
四
、
 
二
 
 

昭
四
、
七
、
三
一
 
 

昭
凶
、
二
、
州
 
叫
 

昭
四
、
四
、
二
七
 
 
 

記
入
！
九
 
 
大
一
四
 
 

五
 
 
大
仙
〇
 
 

六
 
 
 

∵
 
 
 

二
 
 
 

四
 
 
 

二
 
 
昭
 
週
 
 

七
 
 
大
劇
二
 
 

昭
 
四
 
 

大
叫
三
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こ
 
国
 
際
 
決
 
済
 
棒
 
行
 
 

青
 
木
 
 
 

隆
 
国
際
決
臍
銀
行
に
就
て
 
（
中
央
銀
行
通
信
線
）
 
 

賠
償
間
退
大
観
 
 

田
 
村
 
章
 
笠
 
 

岡
 
 

上
 
 

東
京
朝
自
新
聞
 
 

東
京
商
工
月
報
 
 

東
洋
経
済
新
報
 
 

津
 
島
 
詩
 
一
 
 

潔
 
 

筒
 
 
井
 
 

宇
部
宵
 
 

同
 
 

上
 
 

山
 
崎
 
靖
 
純
 
 

柳
 
澤
 
皿
鱒
之
助
 
 

横
演
正
金
銀
行
 
 

曽
 
川
 
潤
二
郎
 
 

財
 
界
 
研
 
究
 
 賠

償
問
題
の
一
再
査
∵
定
 
 
 

猫
逸
の
賠
償
支
彿
感
と
国
際
決
済
銀
行
 
 
 

賠
償
問
題
の
最
終
的
解
決
 
 
 

封
礪
胎
慣
政
経
解
決
案
概
況
、
（
内
外
調
査
資
料
）
 
 

猫
逸
賠
償
問
題
大
観
 
（
幽
際
知
識
）
 
 

倫
敦
合
議
と
ド
ー
ズ
案
 
（
外
交
時
報
）
 
 

猫
逸
賠
償
問
題
の
将
来
 
（
同
 
上
）
 
 
 

ヤ
ン
グ
賽
兼
し
て
故
経
的
解
決
か
 
（
図
際
知
識
）
 
 

新
鮮
低
協
定
の
成
立
 
（
外
交
時
報
）
 
 

「
ヤ
ン
グ
」
案
か
ら
「
ド
ー
ズ
」
案
ま
で
 
（
調
査
報
督
）
 
 

弼
逸
は
賠
償
し
得
べ
き
乎
 
（
外
交
時
報
）
 
 

猫
逸
賠
償
問
題
に
就
て
 
 

弼
逸
の
賠
償
面
題
を
中
心
と
す
る
験
洲
の
過
去
及
現
在
（
保
険
評
論
）
 
 
叫
九
 
 

ド
ー
ズ
賠
償
実
に
裁
て
 
（
保
険
銀
行
時
報
）
 
 

三
一
七
 
 
昭
 
囲
 
 
 

（
三
並
）
 
三
滋
 
 
 

五．   匹I」潤  

一・九 0 0 九  六  

】
 
 
大
一
点
 
 

叫
二
八
七
 
 
 

昭
二
て
一
叫
二
二
二
 
 

八
 
 
 

一
三
七
〇
 
 

叫
 
 
 
昭
 
也
 
 

七
三
 
 
昭
 
凶
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